
 
 
 

 

京都市梅小路公園指定管理者募集要項 
 

 京都市梅小路公園（以下「施設」という。）について、京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例第２条の規定に基づき、指定管理者を下記のとおり募集します。 
 なお、本募集は、効果的に民間活力を導入することで、近年の多様なニーズを捉えながら、施設のポテン

シャルを最大限に活かすことを目的としています。これにより、適切な維持管理はもとより、施設がより一

層、みどりの一大拠点として憩いの空間となるとともに、イベント等の実施による賑わい創出の空間となり、

ひいてはエリアの活性化に寄与するものとなることを目指します。 
記 

 
１ 応募の資格 

  応募できる者は、法人その他の団体（以下「団体」という。）で、施設の管理運営を行ううえで必要な人

的、財産的な管理能力を有し、かつ次に掲げる資格を有するものとします。 
  なお、複数の団体が構成するグループ（共同事業体）で応募する際には、構成する全ての団体が応募の

資格を有する必要があります。また、共同事業体の代表となる団体を定め、本市への質疑や書類の提出等

は当該代表団体が行ってください。 
（１）本市建設局長が代表者に就任している団体でないこと。 
（２）団体又はその代表者が契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 
（３）代表者、役員又はその使用人が、刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があったとして逮

捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過しない者でないこと。 
（４）団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８条第１項第

１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過しない者でないこ

と。 
（５）団体又はその代表者が指定管理者として行う業務に関連する法規に違反するとして関係機関に認定さ

れた日から２年を経過しない者でないこと。 
（６）団体又はその代表者が次に掲げるものを滞納していないこと。 
  ア 所得税又は法人税 

  イ 消費税及び地方消費税 

  ウ 法人市民税及び固定資産税 

  エ 水道料金及び下水道使用料 

（７）団体又はその代表者が京都市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者でな

いことのほか、本市の指名競争入札有資格者名簿又は一般競争入札有資格者名簿（以下「有資格者名簿」

という。）に登載されている者にあっては、募集開始の日から選定結果の通知の日までの間において本市

により競争入札参加停止の措置を受けていないこと。 

 
２ 施設及び業務の内容 

（１）施設の概要 



 
 
 

 

施設は、市街地の中心にあり、庭園や芝生広場など、みどりと花で憩える都市公園です。また、本施

設の名前を冠した「JR山陰本線梅小路京都西駅」と直結しており、「京都駅西部エリア活性化将来構想」

においても、エリアの更なる活性化を牽引する場所として位置付けられています。 

施設内には、市電ひろば、水族館、鉄道博物館及び飲食店等が設置され、七条入口広場では年間を通

じて多数のイベントが開催されます。また、広域避難場所にも位置付けられていることから、防災機能

も備えた総合公園として多くの市民や国内外の観光客に親しまれています。 

   名  称  京都市梅小路公園 
  所 在 地  京都市下京区観喜寺町 
  敷地面積  施設供用面積のうち 

約９８，０００平方メートル（別図参照） 
  主な施設  芝生広場、七条入口広場、すざくゆめ広場、市電ひろば、緑の館、朱雀の庭、いのちの

森、河原遊び場、大宮ちびっこ広場、園路、遊具、樹林地、便所、照明、野外ステージ、

遊戯用電車（チンチン電車）、市電ひろば内市電休憩所（２両）、市電展示室（市電保管

庫内）、総合案内所（２両） 
（２）業務の概要 

  ア 概要 
    指定管理者は、京都市梅小路公園条例第２条に基づき、施設の運営及び維持管理に係る業務を実施 

してください。 
  イ 業務の範囲 

施設における指定管理者の業務の範囲は、別紙１「京都市梅小路公園管理運営業務仕様書」のとお 

りです。 

 

３ 運営に係る基本的事項 

（１）基本的事項 

  ア 開園時間 
    休園日及び休園時間はありません。ただし、緑の館等の供用時間及び供用しない日は、別紙１「京

都市梅小路公園管理運営業務仕様書」を参照してください。 

なお、緑の館等について、公園の利用促進の観点から供用時間及び供用しない日を変更したい場合

は、別途御提案ください。 

イ 従事職員の配置基準 
 施設の適切な運営、維持管理及び来所した施設利用者への対応等を勘案して、管理事務所開所中は、

１名以上の職員を管理事務所に常駐させてください。 
     従事職員の総数は定めませんが、公園の運営及び維持管理が適切に行えるよう、必要な人数を確保

してください。 
  ウ 管理事務所 
    緑の館２階の１室３０平方メートルを管理事務所として無償で貸与します。ただし、管理事務所は

毎日午前９時から午後５時まで市民等が来所できるよう開所してください。 
    なお、土曜日及び日曜日でない日で、週１日以内の閉所日を、本市の承認を得て設けることができ



 
 
 

 

ます。閉所日を設ける場合は、月曜日（祝日の場合はその翌日）とすることを基本としますが、本市

の承認を得た場合はこの限りではありません。    
（２）指定期間 

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

（３）物品について 

  ア 本市が貸与する物品 

   ① 「京都市公有財産及び物品条例」第１２条の規定に基づき、別紙４「貸付物品一覧」にある物品

（以下「備品」という。）を指定管理者に対し、無償で貸与し、管理業務の実施に必要な範囲内で

使用できるものとします。 

   ② 指定管理者は、備品を常に良好な状態に保たなければなりません。 

   ③ 本市は、備品が経年劣化等により、管理業務実施の用に供することができなくなった場合であっ

て、必要があると認めたときは、新たに当該備品を購入又は調達し、指定管理者が使用できるよう

に提供します。 

   ④ 指定管理者は、故意又は過失により備品を毀損し、又は滅失したときは、本市との協議により、

本市に対しこれを弁償することとし、同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達しなけ

ればなりません。 

   ⑤ 指定期間の終了等に伴い指定管理者が変更になる場合は、指定管理者は、備品を本市又は本市が

指定する者に対して引き継がなければなりません。 

  イ 指定管理者が調達すべき物品 

    備品のほか、管理運営上必要となる物品については、指定管理者の負担において購入し、又は調達

していただきます。 

また、指定期間の終了等に伴い指定管理者が変更になる場合は、指定管理者が購入し、又は調達し

た物品については、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去し、又は撤収するものとします。

ただし、本市と協議のうえ、本市又は本市が指定する者に引き継ぐことができるものとします。 

（４）地位の譲渡及び業務の再委託等 

指定管理者は、施設の指定管理者の地位及び業務に関して生じた権利又は義務を他人に譲渡してはな

りません。また、業務の執行を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。   
ただし、次に掲げる事実行為に限り、あらかじめ本市指定の様式により本市の承認を得た場合には、

第三者に委託することができることとします。 
ア 施設内の清掃 
イ 樹木・植物の維持管理 
ウ 施設の受水槽の清掃及び維持管理等 
エ 消防設備及び電気設備の維持管理及び点検 
オ 施設の防犯及び警備 
カ 遊戯用電車（チンチン電車）の運営業務等 
キ その他本市が必要と認める業務 

（５）指定管理者の収入 

  ア 利用料金 



 
 
 

 

施設の使用については、一部で利用料金制を導入しており、利用料金は指定管理者の収入となりま

す。管理運営業務に係る費用は、利用者（指定管理者も含む。）が支払う施設の利用料金と本市が支払

う指定管理料をもって充てるものとします。 
【利用料金収入の対象】  
① 都市公園法第６条第１項又は第３項に規定する占用許可（法第７条第１項第６号に掲げる仮設

工作物に係るものに限る）に係る利用料金 

② 京都市梅小路公園条例第３条に規定する行為許可に係る利用料金 
③ 京都市梅小路公園条例第５条に規定する緑の館の貸室の利用料金 
④ 朱雀の庭・いのちの森及び遊戯用電車（チンチン電車）の利用料金  

  イ 指定管理料 
本市が支払う指定管理料の上限額は、以下のとおりです。 
なお、指定管理料は、市会での議決を経て正式に決定します。 
また、指定期間中における賃金・物価変動による管理運営コストの変動については、本市と事業者

が適切にリスクを分担し、指定管理料に反映する仕組みとして「賃金・物価スライド制度」を導入し、

予算の範囲内にて対応します。 
そのため、令和 10 年度以降は、指定管理料が変動することがあります。算出方法等の詳細につい

ては、「賃金・物価スライド制度」を参照してください。 
（参考）賃金・物価スライド制度 
 https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000351231.html 

年度 指定管理料の上限額（消費税及び地方消費税込み）※ 
令和９～１３年度 １３８，７００，０００円（各年度） 
指定期間合計 ６９３，５００，０００円 

※ 上記の指定管理料の上限額は、現時点における上限額であり、指定管理者に対して令和 10 年度

以降に支払われる指定管理料は、今回提案いただく指定管理料に「賃金・物価スライド制度」に

基づいて算出された金額を加味することとなります。 
※ 上記の上限額の範囲内で指定期間中における収支計画を作成してください。 
※ 指定期間中、２年目以降における賃金・物価変動による管理運営コストの変動については、「賃

金・物価スライド制度」に記載の方法で反映するため、収支計画には賃金・物価変動を含めず、

作成してください。 
なお、収支計画がこの上限額を超過したものとなっていた場合は、失格とします。 

※ 指定管理料の金額及び支払方法等については、指定候補者の提案に基づき、協定書において定め

ます。 
（６）事業報告等 

  以下のア～ウの書面においては、提案内容の達成度等が確認できるよう、簡潔かつ明瞭に記載してく

ださい。また、指定期間に留まらず、将来の施設の管理運営に資するノウハウとして蓄積できる内容と

してください。 

  ア 年度計画書 
 指定管理者指定の申請に際して提案した内容を基に、毎年度、次に掲げる事項を掲載した事業計画

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000351231.html


 
 
 

 

を作成し、計画年度の前年度２月末日までに提出してください。 
 ・事業（自主事業を含む。）の実施計画及び施設の利用見込み 
 ・利用料金収入の見込み 
・管理業務に係る経費の収支見込み 
・自主事業に係る経費の収支見込み 
・施設内の植栽、遊具及び設備等の維持管理計画 

 ・利用者満足度等の把握に係るアンケート等の実施計画 
 ・その他本市が必要と認める事項 

  イ 月次報告書 
 次に掲げる事項を記載した前月分の月次報告書を毎月１０日までに提出してください。 
 ・事業（自主事業を含む。）の実施状況及び利用状況（利用者数、利用料金収入等） 
 ・施設内の植栽、遊具及び設備等の各種点検結果 
・維持管理作業の実施内容  

 ・不具合箇所の修繕実績 
 ・事故、苦情等の対応状況 
 ・その他管理の実態を本市が把握するために必要な事項 

  ウ 事業報告書 
各年度における次に掲げる事項を記載した事業報告書を毎年度終了後３０日以内に提出してくださ

い。 
・指定管理業務の実施状況及び施設の利用状況 
・利用料金収入の実績 
・指定管理業務に係る経費の収支状況 
・自主事業の実施状況及び収支状況（※） 
・利用者満足度等の把握に係る実施報告 
・その他管理運営の実態を把握するために必要な事項 

  ※ 指定管理業務に係る経理と自主事業に係る経理は、区分して計上してください。 
エ 随時報告  

事故、災害及び苦情があった場合には、随時報告してください。 
（７）利用者満足度等の把握 

   指定管理者は、本市と協議のうえ、利用者へのアンケート、モニター調査の実施等により、利用者の

満足度、苦情等の把握を行うこととし、その結果を受けて、本市と協議のうえ、改善に努めてください。 

また、アンケートやモニター調査の内容は、指定期間に留まらず、将来の施設の管理運営に資するノ

ウハウとして蓄積できるものとしてください。 

（８）法令等の遵守 

  地方自治法、地方自治法施行令、都市公園法、京都市都市公園条例、京都市梅小路公園条例その他関

係法令を遵守し、常に施設の公共性の保持に努めてください。このため、コンプライアンスに関する方

針を明確にし、コンプライアンス体制を構築してください。 

（９）調査・監査 



 
 
 

 

    本市は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により、指定管理者による公の施設の適正な管理

を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、

又は必要な指示をすることができます。また、地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査委員に

よる監査、同法第２５２条の３７第４項の規定に基づく包括外部監査人による監査を行うことがありま

す。 

（１０）秘密保持義務 

業務に従事している者は、業務に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し

てはなりません。また、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職

務を退いた後においても同様とします。 

（１１）個人情報の保護 

 京都市個人情報保護条例の趣旨に従い、個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じて

ください。個人情報を取り扱う際には、個人情報管理責任者を定め、責任の所在を明確にするとともに、

内部規定等により、管理体制を構築してください。 

（１２）情報公開 

 京都市情報公開条例の趣旨に従い、業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じてく

ださい。 

（１３）市税等に関する留意事項 

    指定管理者は、国税（法人税、消費税等）、府税（法人府民税、法人事業税等）及び市税（法人市民税、

事業所税等）の納付義務者となることがあります。 

    このうち事業所税については、公の施設の管理運営を行う指定管理者であっても、一定規模以上の事

業を営む場合は、課税対象となる場合がありますので、十分留意してください。 

（１４）原状回復及び引継ぎ 

    指定管理者は、指定期間が終了するとき（継続して指定されたときを除く。）又は、指定が取り消され

たときは、本市が特に支障がないと認めた場合を除き、速やかに施設を原状に回復するとともに、次の

指定管理者が円滑に業務を遂行できるよう十分な引継ぎを行うものとします。 

（１５）危機管理対応 

  ア 災害時等の対応 

自然災害、人為災害、事故等あらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措

置を講じたうえ、本市をはじめ関係機関に通報するとともに、京都市地域防災計画に定めた災害応

急対策に準じた対応を行ってください。 

施設は、広域避難場所に指定されており、災害時等には、復旧拠点として、長期に使用される可

能性があります。その際にも、本市の指示に基づき、適切に対応できるよう体制を構築してくださ

い。 

イ 危機管理 

あらかじめ本市と協議し、危機管理体制を構築してください。また、施設内店舗等の事業者との

連携強化を含め、災害時に市民や来訪者の安心・安全を確保できるよう空間・機能の維持・強化に

努めてください。 

なお、災害に備えた防災機器（拡声器等）の動作確認を定期的に行ってください。 



 
 
 

 

（１６）その他 

 指定管理者が行う施設の管理の適正を期すため、次の事項に該当する場合には、地方自治法第２４４

条の２第１１項及び京都市暴力団排除条例第１０条の規定に基づき、指定管理者の指定を取り消し、又

は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることがあります。 

ア 施設の管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められる場合 

イ 指定に関し、不正の行為があった場合 

ウ 法令の規定、本件指定の条件又は協定書に記載された条件に違反した場合 
エ 法令の規定、本件指定の条件又は協定書の規定に基づき、本市関係職員が行う報告の聴取、検査

又は調査の実施を拒否し、妨害したとき、その他本市関係職員の指示に正当な理由がなく従わなか

った場合 
オ 暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当することが判明した場合（指定管理者の役員又は京都市

暴力団排除条例施行規則第２条に規定する使用人が暴力団員又は暴力団密接関係者に当たる場合を

含む。指定管理者が共同事業体の場合は、構成する各団体並びに各団体の役員及び使用人について

同様に取り扱う。） 
   カ その他施設の管理業務を継続しがたい事由があると認められる場合 

 

４ 選定の手順    

日  付 内  容 
令和８年５月１１日（月） 要項及び申請書類様式の配布 
令和８年５月２７日（水） 現地説明会（詳細は、別紙５「現地説明会実施

要領」を参照してください。） 
令和８年６月８日（月）～ ６月１２日（金） 質疑の受付 
令和８年６月３０日（火） 質疑の回答 
令和８年７月２７日（月） 応募の受付開始 
令和８年７月３１日（金） 応募の受付締切 
 
 
令和８年８月中旬～下旬頃 
 

書類審査、ヒアリング、実地調査（ヒアリング

及び実地調査は必要に応じて実施します。） 
プレゼンテーション審査及び意見聴取 

令和８年９月中旬頃 指定候補者の選定 

 

５ 応募手続 

（１）応募方法 

   以下により、書類を提出してください。 
  ア 提出書類 
    別紙６「提出書類一覧」のとおり 
    ※ 提出期間終了後において、提出された書類の内容を変更することはできません。また、応募書

類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 



 
 
 

 

  イ 提出期間及び受付時間 
    令和８年７月２７日（月）から令和８年７月３１日（金）まで 
    受付時間は午前９時から１１時３０分、又は午後１時３０分から５時までとし、正本として１部を

持参するとともに、副本をメールにて御提出ください。正副両方の内容確認の完了をもって受付完了

とします（別紙６「提出書類一覧」参照）。     
※ 提出書類の確認を行いますので、事前に電話連絡のうえ御来庁ください。 

    ※ 副本の提出後、本市に電話連絡のうえ、本市担当者（９（３）参照）からの到着確認を受けて

ください。 
  ウ 提出場所 
    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所分庁舎３階 
    京都市建設局みどり政策推進室 
    電話 ０７５－２２２－４１１４ 
    E-mail： ryokusei@city.kyoto.lg.jp 
（２）質疑について 

  ア 質疑の資格者 
    本要項中「１ 応募の資格」を満たす者とします。 
  イ 受付期間 
    令和８年６月８日（月）～令和８年６月１２日（金）午後５時まで 
   ※ 持参の場合の受付時間は、午前９時から１１時３０分まで、又は午後１時３０分から５時まで

とします。 
ウ 質疑の方法 

「エ 提出先」に、様式②「京都市建設局所管公園等の指定管理者募集に係る質問について」を持

参又はメールにより送信してください。 

    なお、応募に関連のない質疑にはお答えできませんので、質疑の内容は精査していただき、要旨を

簡潔にまとめてください。メールにて御提出の場合は、必ず本市に電話にて連絡して下さい。本市担

当者（９（３）参照）からの到着確認をもって受付完了といたします。 
  エ 提出先 
    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所分庁舎３階  
    京都市建設局みどり政策推進室 
    電話 ０７５－２２２－４１１４ 
     E-mail： ryokusei@city.kyoto.lg.jp 
  オ 回答 

令和８年６月３０日（火）までに、質疑に対する回答書をみどり政策推進室ホームページで公表し

ます。ただし、やむを得ない事情により、回答が遅れる場合は、その旨をあらかじめ、ホームページ

においてお知らせします。回答書は、本要項と一体として、要項と同等の効力を有するものとします。  
（３）関係法令の遵守 

   応募書類の作成に当たっては、関係法令を遵守してください。 
（４）追加書類の提出 

mailto:ryokusei@city.kyoto.lg.jp
mailto:ryokusei@city.kyoto.lg.jp


 
 
 

 

   本市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。 
（５）ヒアリングの実施 

   本市が必要と認める場合は、応募者に対してヒアリングを実施します。 
（６）応募者が運営する類似施設等の実地調査 

   本市が必要と認める場合は、応募者が運営する類似施設等の実地調査を行います。 
（７）著作権の帰属等 

   応募書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、本市は、指定候補者の選定の公表等に必要な場

合は、応募書類の内容を無償で使用できるものとします。また、事業計画等の応募書類の内容及び指定

候補者の選定結果を公表する場合があり、応募者は、これに対して異議を申し立てることはできません。 
   なお、応募書類は、理由の如何にかかわらず返却しません。 
（８）費用の負担 

   応募に関する費用は、全て応募者の負担とします。 
 
６ 指定候補者の選定 

（１）指定候補者の選定方法 

本市が設置する選定等委員会の意見を聴取したうえ、市長が決定します。 
   なお、審査の結果、該当者なしとする場合があります。 
  ア 審査項目 
    別紙７「京都市梅小路公園指定候補者審査項目」のとおり 
  イ 審査方法 
    応募書類に対する書類審査及び選定等委員会でのプレゼンテーション審査を実施します。プレゼン

テーションは、応募書類に基づいて１５分程度で実施してください。プレゼンテーション審査におい

ては、具体的な運営・管理方法についての説明を求めます。 
   また、プレゼンテーション審査用に、プロジェクター投影資料を用いることを認めます。ただし、

内容は提出書類（別紙６「提出書類一覧」参照）の範囲に限ります。提出期間及び受付時間は５（１）

イと同様です。 
なお、プレゼンテーション審査に参加しなかった応募者は、失格とします。 

※ 投影資料は PowerPoint（Microsoft 社）を基本としてください。また、審査会場に設置のパソコ

ンの OS は Windows を予定しています。 
（２）審査結果 

指定候補者の選定は、令和８年９月の予定です。審査結果については、応募者全員に文書で通知しま

す。 
（３）指定候補者の選定等の公表 

指定候補者の選定後、経過及び応募者名等の応募の概況、選定した指定候補者名及び審査内容の概要

については公表します。 
（４）仮協定書の締結 

指定候補者の選定後、仮協定書を締結します。 
（５）市会の議決 



 
 
 

 

指定候補者の選定後、地方自治法の規定に基づき、指定候補者を指定管理者に指定する議案を京都市

会に付議し、議決を受けることになります。ただし、市会の議決を経るまでの間に、指定候補者を指定

管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定候補者の選定を取り消す

ことがあります。 
なお、市会の議決が得られなかった場合においても、指定候補者が施設の管理運営事業を実施するた

めに支出した費用、提供したノウハウの対価等については、一切補償しません。 
 

７ 要項の遵守 

指定候補者が、この要項に反した場合は、指定候補者の選定を取り消すことがあります。 
なお、指定候補者又は指定管理者に指定された団体が、指定管理者として指定することが著しく困難で

あることが判明した場合や辞退した場合等については、次点者を指定候補者又は指定管理者として決定し

ます。 

 
８ 留意事項 

  選定等委員会委員に対して、本件募集についての接触を禁じます。接触の事実が認められた場合には失

格となります。 
 
９ 問合せ先 

（１）所在地 

〒６０４－８５７１ 
   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所分庁舎３階 
   京都市建設局みどり政策推進室 
（２）電話番号及びメールアドレス 

   電話  ：０７５－２２２－４１１４（直通） 
    E-mail：ryokusei@city.kyoto.lg.jp 

（３）担当者 岩坂、百々  

mailto:ryokusei@city.kyoto.lg.jp
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[別紙１] 

京都市梅小路公園管理運営業務仕様書 

１ 施設概要 

名   称 所 在 地 管理対象面積 主 な 施 設 開設年月日 

京都市梅小路公園 京都市下京区観喜寺町 
梅小路公園供用面積

のうち 
約９８，０００㎡ 

芝生広場、七条入口広場、すざくゆめ広場、市電ひ

ろば、緑の館、朱雀の庭、いのちの森、河原遊び場、

大宮ちびっこ広場、園路、遊具、樹林地、便所、照

明、野外ステージ、遊戯用電車（チンチン電車）、市

電ひろば内市電休憩所（２両）、市電展示室（市電保

管庫内）、総合案内所（２両） 

平成７年４月２９日 

２ 休園日及び利用料金等 

（１）休園日及び開園時間 

休園日及び休園時間はない。ただし、施設の供用時間及び供用しない日は次のとおり。 
区    分 供 用 時 間 供  用  し  な  い  日 

緑 の 館 

和室及び茶室 午前９時から午後９時まで 月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「休日」という。）

に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日）並びに１月１日から同

月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 
 

イ ベ ン ト 室 午前９時から午後９時まで 

その他の部分 
（ 店 舗 を 除

く 。 ） 
午前９時から午後１０時まで １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 

 

庭 園 午前９時から午後５時まで 
月曜日（月曜日が休日に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日）

並びに１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 
 



遊 戯 用 電 車 
（ チ ン チ ン 電 車 ） 午前１０時から午後４時まで 

月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除

く。）並びに１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 

市 電 展 示 室 午前１０時から午後４時まで 
月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除

く。）並びに１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 

市電ひろば内市電休憩所 午前９時から午後５時まで １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 

総 合 案 内 所 午前１０時から午後４時まで 
月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除

く。）並びに１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 
 （２）利用料金の上限額 

   指定管理者は、以下の上限額の範囲内で利用料金を定め、指定期間が始まるまでに本市の承認を得なければならない。 
区    分 単 位 利用料金の上限額 

興行、競技会、集

会、展示会、博覧

会その他これら

に 類 す る 催 し 

ス テ ー ジ 
１面につき 

１時間 
２，２００円 

そ の 他 の 場 所 
１平方メートルにつき 

１日 
１６０円 

業 と し て 行 う 写 真 撮 影 １回につき 

１時間 

４，６００円 

業 と し て 行 う 映 画 撮 影 ９，４００円 

緑 の 館 

和 室 

１室につき 

１時間 

３，１００円 

茶 室 １ １，１００円 

茶 室 ２ １，４００円 

イ ベ ン ト 室 ３，８００円 

庭         園  １人につき１回 ２３０円 

遊戯用電車（チンチン電車） 
１人につき１日 ３６０円 

１人につき１往復 １８０円 

  ※ 庭園及び遊戯用電車（チンチン電車）の利用料金については、小学生未満は無料 



※ 利用料金の上限額は、指定期間中における物価上昇を見据え、改定したもの 
３ 業務内容 

１ 京都市梅小路公園（以下「施設」という。）の運営及び維持管理に係る業務（ただし、京都水族館、京都鉄道博物館、レストラン、軽飲食店、

駐車場・駐輪場、シェアサイクルポート、市電店舗、VIVA SQUARE KYOTO 等、他の管理者が運営及び維持管理するものを除く。） 

（１）樹木・植物管理 
   ア 樹木管理 
   イ 花壇管理 
   ウ 芝生管理 
   エ 園地管理 
   オ いのちの森管理 
   カ 朱雀の庭管理 

（２）施設管理 
   ア 清掃等（屋外（園路等）、建物内、市電車両内、トイレ及び害虫駆除等） 
   イ 警備業務 
   ウ 一般廃棄物処理 

（３）建築物及び設備管理 
   ア 消防設備保守 
   イ 建築物保守 
   ウ 付帯設備保守（給排水設備、衛生設備、電気設備及び空調設備等） 
   エ 遊具等の保守 
   オ 自家用電気工作物保守 
   カ 建築基準法第１２条に基づく定期点検 
２ 施設の運営業務 

（１） 施設の受付及び案内業務等（外国語対応含む。） 
 （２） 利用者からの苦情の処理、施設管理運営に係る相隣関係等の苦情処理 



（３） 市電展示室の運営業務 
  ア 静態展示する広軌Ⅰ型、市電関連備品の展示に係る観覧者への対応 

イ 市電の説明、市電のモニター映像再生等 

（４） 市電ひろば内市電休憩所（２両）の管理 
   市電ひろば内市電休憩所（２両）については、供用時間外は施錠を行うこと。ただし、市電店舗の営業時間等との関係で、供用時間外も

開放する必要がある場合は、市電店舗事業者と調整を行うこと。 
（５） 総合案内所（２両）の運営業務 

ア 施設の案内 

   イ 施設から他の場所への公共交通機関の利用案内（外国語対応含む。） 

   ウ みどりに関する情報の発信 

 （６） 遊戯用電車（チンチン電車）の運営業務 
   ア 利用の受付及び案内 
   イ 遊戯用電車（チンチン電車）の運行 
   ウ 運行に必要な施設の管理 

○軌道施設（緑化軌道） 
     ○変電設備及び電路設備 
    ○市電保管庫、駅舎 
    ○整備場 
    ○券売機 
    ○その他関連施設 
   エ 日常点検（運行毎） 
     試運転、軌道（レール）確認、油塗り等 
   オ 車両定期点検（年４回） 
     主電動機、台車、車輪及び車軸、制動装置等 
   カ 電気系統定期点検（年１回） 



     バッテリー、コンバーター、制御システム等 
（７） 指定管理者が行う占用許可、行為許可及び利用許可に関する業務 

指定管理者は、①都市公園法第６条第１項又は第３項の規定による許可（同法第７条第１項第６号に掲げる仮設工作物に係るものに限

る。）、②京都市梅小路公園条例第３条に規定する行為、及び③同条例第５条に規定する利用に関する事務手続（受付、内容の確認・調整・

審査、許可、料金収受）を行うこと。詳細については、別紙２「指定管理者が行う許可行為の権限の拡大及びその利用料金について」を確

認すること。 

なお、上記①②の事務手続（業として行う撮影を除く）のうち、受付、内容の確認・調整・審査については、令和９年３月１日から窓口

を設け、実施することとする。 
    また、上記業務の審査は、「京都市建設局所管の都市公園における指定管理者が行う占用許可及び行為許可の基準」「京都市建設局所管の 

都市公園における利用料金減免基準」等に基づいて行い、利用予定状況一覧、月次報告及び事業報告書等で本市に報告を行うこととし、基

準の適用等に関し、不明な点があった場合は本市の指示を仰ぐこと。 
（８） 利用料金の設定及び徴収に関する業務 

利用料金は、京都市梅小路公園条例第６条第２項の規定に掲げる額の範囲内で、市長の承認を得て指定管理者において定め、徴収するこ

と。 
 （９） 本市が行う許可等の事務手続（受付業務等）に関する業務 

指定管理者は、都市公園法第６条に基づく占用許可申請等（指定管理者の権限に属するものを除く。）があった場合、「京都市建設局所管

の都市公園における占用許可基準」等に基づき、内容の確認・調整等の受付業務を行い、本市担当課へ報告を行うこと。 
（10） 施設の利用指導に関する業務 

指定管理者は、施設の利用に当たっての注意事項及び禁止事項を定め、広く周知するとともに、施設を利用しようとする者に対して、適

切な利用となるよう指導を行うこと。 
（11） 光熱水費の支払い及び徴収業務 

指定管理者は、施設内の光熱水費（水道、電気及びガス料金）の支払いを行うこと。 
なお、施設内の光熱水費については、指定管理者が各事業者に対してまとめて料金を支払い、子メーター等の計測機器から換算のうえ、

施設内の他の管理者（管理許可及び設置許可施設の管理者）に対して請求を行うこと。 
（12） 防犯カメラの管理及びデータの運用に関する業務 



運用については、「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」に基づいて、管理・運用を行うこと。 

（13） 京都市梅小路公園条例第４条第２項に規定する供用時間及び供用しない日の変更に関する業務 

（14） 各施設管理者（京都水族館、京都鉄道博物館、レストラン、軽飲食店、駐車場・駐輪場、シェアサイクルポート、市電店舗、VIVA SQUARE 
KYOTO 等）との各種調整に関する業務（施設管理者連絡会等） 

（15） 京都駅西部エリアの賑わいや回遊性等の向上を目的とした、京都・梅小路みんながつながるプロジェクトをはじめとするまちづくりへ

の参加・連携 

 

３ 利用促進事業（別紙３「利用促進事業及び自主事業の概要」参照） 

 

４ 自主事業（別紙３「利用促進事業及び自主事業の概要」参照） 

  
 
４ 人員配置及び管理基準等 

  管理の水準について、標準的な作業頻度等を示している。適切な管理水準を維持しつつ、効果的・効率的な管理手法についての提案を求める。 

人員配置 
の基準 

施設の適切な運営、維持管理及び施設利用者への対応等を勘案して、管理事務所開所中は、１名以上の職員を管理事務所に常駐さ

せること。また、従事職員の総数は定めないが、施設の運営及び維持管理が適切に行えるよう、必要な人数を確保すること。 
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１ 樹木・植物管理等 

  樹木・植物を健全に保つため、以下の頻度を標準的な作業頻度等として維持管理を行うこと。ただし、荒天等により、管理上、必

要な場合は適宜作業を行うこと。 
（１）樹木管理 

施肥、害虫防除、枯損木処理、風倒木処理、剪定その他植栽地の管理を行い、樹木を健全に育成管理すること。樹木剪定につい

て、落葉広葉樹及び常緑広葉樹等の高木及び中木は年１回程度、低木の刈込みは年１回程度、害虫駆除のための薬剤散布を年 
６回程度行うこと。 

（２）花壇管理 

 利用者の憩いの場になるように、適切な維持管理を行うこと。季節に合った花を植えるものとし、花苗植替を年４回程度行うこ
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と。 
（３）芝生管理 

芝生地の美観を維持するため、適切な維持管理を行うこと。 
ア 機械芝刈り 年４回程度 
イ 芝生地施肥 年１回程度 
ウ エアレーション 年１回程度 

（４）園地管理 

  利用者が快適に過ごせるように、適切な維持管理を行うこと。 
   ア 植樹地の機械除草 年４回程度 
   イ 池及び流れの清掃 年５回程度 
   ウ 側溝清掃 年４回程度 

    エ 灌水清掃 年２回程度 
    オ 落葉清掃 年２０回程度 
（５）いのちの森管理 

   多様な生き物が生息しやすい環境づくりを行うこと。通路については、利用者が通行しやすいように枝払い、清掃等を行うこと。 
    ア 除草 年３回程度 
    イ 池及び流れ清掃 年３回程度 
    ウ 園地清掃 年１２回程度 
    エ 池浚渫（カワセミの崖周辺） 年１回程度 
（６）朱雀の庭管理 

   参考２「朱雀の庭 管理基準」を標準的な作業頻度等として、維持管理を行うこと。 
   なお、通常の供用時間外において、夜間の賑わいに資する利用の提案があった際には、管理上支障がない場合、これに協力する

こと。 
 
２ 施設管理 
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の 
 

基準 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 施設を常に良好な環境衛生、美観を維持するとともに、安全かつ快適な空間として保つため、以下の頻度を標準的な作業頻度等と

して、清掃及び警備等を行うこと。ただし、イベントが行われる等により、施設の利用が多くなる場合は、適宜作業を行うこと。 
（１）清掃等 

 ア 屋外清掃 
  （日常清掃作業） 
   (ｱ) ゴミを拾い集め、施設を常に清潔な状態に保つこと。 
   (ｲ) 緑地及び池末端スクリーンの清掃（１回／日以上） 
   (ｳ) 大宮入口部及び七条入口広場入口付近、休憩所（緑の館前）の掃き掃除（１回／日以上） 
   (ｴ) 施設出入口及び隣接道路（駐車場含む。）の落葉掃除（ただし、緑地は含まない。）（１回／日以上） 
 イ 建物内等清掃 
  （日常清掃作業） 
   (ｱ) 緑の館内の床面清掃、除塵、汚損部分の除去及びゴミの収集等（１回／日以上） 

(ｲ) 市電車両内の床面清掃、除塵、汚損部分の除去及びゴミの収集等 
・市電展示室及び遊戯用電車（チンチン電車）（供用日ごと） 
・市電ひろば内市電休憩所２両、総合案内所２両（供用日ごと） 

(ｳ) トイレ清掃（参考３「トイレ清掃概要」参照） 
 (ｴ) 緑の館の窓ガラスの清掃（高所部分以外）（適宜） 
 (ｵ) 害虫駆除（適宜) 
（特別清掃作業） 
 (ｱ) 床面の清掃 
  ・緑の館内の床面の洗剤洗浄及び洗浄ワックス維持作業（事務所、配膳室（勝手口を含む。））（１回／月以上） 
  ・トイレ清掃（参考３「トイレ清掃概要」参照） 
 (ｲ) 緑の館の高所ガラス清掃（１回／年以上） 
 (ｳ) 受水槽の清掃等（３５ｍ3×２槽）（１回／年以上） 
  ・水道法その他関係法令に基づく水質検査等も併せて行うこと。 
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（２）警備業務 

 ア 施設内の事故発生の予防に努め、異常を発見した場合は直ちに適切な措置を採るなど、安全、快適な環境をつくること。 
イ 苦情及び事故等の対応を適切に行うこと。夜間等においても対応できる連絡体制を確保し、現場での対応が必要となった場合

は、職員を派遣し、対応すること。また、夜間等の緊急連絡先を施設内の見えやすい所に掲示するなど、利用者に周知するこ

と。 
 ウ 夏期（７月～８月）の夜間については、必要に応じて、巡回警備を行うこと（花火やスケートボード等の注意喚起等）。 
エ 指定管理者が主催する行事等においては、必要な施設内の警備体制を確保すること。 

（３）一般廃棄物処理 

搬出回数：１回／日以上 
 
３ 建築物及び設備管理 

（１）消防設備保守 

施設内の消防設備の保守管理を適正に行うことにより、火災発生の予防に努め、異常を発見した場合は直ちに適切な措置を採る

など、適法性及び各設備機器の耐久性を確保すること。 
（２）建築物保守 

   施設内の建築物（緑の館、四阿及びトイレ等）の保守管理を適切に行い、異常を発見した場合は直ちに適切な措置を採ること。 
（３）その他付帯設備保守 

施設内の既存の給排水設備、衛生設備、電気設備及び空調設備について、安全面、衛生面、機能面の確保がなされ、施設として、

安全かつ快適に利用できるよう適切な管理を行うこと。 
（４）遊具等の保守 

施設内の遊具等の安全性、機能性を確保するため、本市が策定した「公園管理マニュアル（施設構造物及び危険木点検）」、 
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（国土交通省）及び「遊具の安全に関する規準」（一般社団法人 日本公園施設

業協会）に基づく日常点検を週６回以上行うほか、「公園施設製品安全管理士」又は「公園施設製品整備技士」又はこれらと同等

以上の知識や経験を有する資格を持つ専門業者による点検を年２回以上行うこと。 
（５）自家用電気工作物保安管理 
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 受変電設備、配線設備及び電気使用場所の設備等の保安管理業務を行うこと。電気事業法、電気事業法施行規則その他関係法令

を遵守すること。 
（６）建築基準法第１２条に基づく定期点検 

   以下の建築物及び設備について、建築基準法第１２条に基づく定期点検を実施すること。 
  ア 緑の館 
  イ 市電展示室（市電保管庫内） 
  ウ 市電ひろば屋根 
（７）報告書 

（１）～（６）については、月次報告及び事業報告書等で本市に報告を行うこと。 

施設の修繕 

１ 指定管理者の負担で行うべき事項 

  ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による施設の損傷に係る修繕 
  イ 経年劣化による施設の損傷に係る修繕のうち、１件１００万円未満のもの 
  ウ 第三者の行為から生じた施設の損傷で相手方が特定できないものに係る修繕のうち、１件１００万円未満のもの 

２ 本市の負担で行うべき事項 

  ア 本市の責めに帰すべき事由による施設の損傷に係る修繕 
  イ 経年劣化による施設の損傷に係る修繕のうち、１件１００万円以上のもの 
  ウ 第三者の行為から生じた施設の損傷で相手方が特定できないものに係る修繕のうち、１件１００万円以上のもの 

 
 
 

その他 
 
 
 
 

（１）指定管理者は、管理業務を開始するまでに施設賠償責任保険の保険契約を締結し、指定の期間中、当該保険に引き続き加入して

いなければならない。  
（２）指定管理者は、障害者差別解消法に基づく不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供等に関して、同法第１１条の規定に

より、主務大臣が定める対応指針（ガイドライン）を遵守するとともに、本市が策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する京都市対応要領」を踏まえ、適切に対応すること。 
（３）指定管理者は、管理運営に当たり、電力、エネルギー等の効率的利用、廃棄物の発生抑制、グリーン購入の推進、リサイクルの

推進等環境へ配慮するとともに、再生可能エネルギーの利用促進等本市が推進する環境に配慮した取組に努めること。また、その

推進に当たっては、環境マネジメントシステムの構築を進め、ＩＳＯ１４００１やＫＥＳ（環境マネジメントシステムスタンダー



 
 

 
その他 

 
 

ド）の取得にも努めること。 
 加えて、ＳＤＧｓに資する取組として、「きょうとＳＤＧｓネットワーク※」における「これからの１０００年を紡ぐ企業認定」

等の各種制度への参加に努めること。 
※ 行政・金融機関・関係団体でＳＤＧｓを強力に推進するための新たなネットワーク。京都でＳＤＧｓの推進や社会課題の解決、地域の持続的な発

展に貢献する事業者等を推進するための制度を体系化し、相互に連携することにより、公と民が一体となって社会経済の好循環を生み出すことを目

的とする。 

５ 指定管理者と本市の責任分担 

  施設の運営に関する基本的なリスク分担の方針は、次のとおりとし、同表に定めのない事由が生じたときは、その都度、本市と指定管理者で

協議のうえ決定するものとする。 



※１ 賃金・物価スライド制度マニュアルに基づき、対応するもの。 
※２ 指定管理者は、損害賠償責任保険へ加入すること。また、本市が賠償した場合においても、指定管理者に故意又は過失があるときは、

求償することができる。 
※３ 指定期間中の利用料金の額の変更について、京都市梅小路公園条例の改正に伴う本市の要請による増額の変更である場合には、指定管

理者は、利用料金の改定前後の差額を本市に納付するものとする。 
※４ 施設及び設備等の修繕について、施設の供用時間の変更又は供用停止等について協力すること。なお、修繕に要する措置等により利用

項  目 内       容 本市 指 定 
管理者 

法令等の変更 

施設の管理運営業務に影響を及ぼす法令等の新設及び変更に関するもの 〇  

指定管理者自身に影響を及ぼす法令等の新設及び変更に関するもの  〇 

広く事業者全般に影響を与える税制度の変更によるもの その都度協議 

物価・金利変動 
指定期間中の人件費、光熱水費、その他物件費の上昇、下落によるもの ※１ 〇 

指定期間中の金利変動によるもの  〇 

不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止又は延期 その都度協議 

協定の不履行 
指定管理者の都合によるもの  〇 

本市の都合によるもの 〇  

第三者への損害（※２） 

指定管理者が行う業務の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）  〇 

管理上の瑕疵など指定管理者の責に帰すべき事由により生じた損傷  〇 

本市の責に帰すべき事由により生じた損害 〇  

施設及び設備等の修繕 

指定管理者の責に帰すべき事由により生じた損傷  〇 

本市の責に帰すべき事由により生じた損傷 〇  

経年劣化による損傷及び第三者の行為から

生じた損傷で、相手方が特定できないもの 
１件１００万円未満の修繕  〇 

１件１００万円以上の修繕 〇  



料金収入が減額となった場合において、本市はその減収分を補填する義務を負わないものとする。 
６ 梅小路公園利用状況（現指定管理期間中における利用料金及び使用料収入：令和５年度・令和６年度）（単位：千円） 

区 分 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度 合   計 単 年 度 平 均 

興行、競技会、集会、

展示会、博覧会その他

これらに類する催し 

ステージ ３１８ １７５ ４９３ ２４７ 

その他の場所※ １９,６８７ １７，７７３ ３７,４５９ １８，７３０ 

業 と し て 行 う 撮 影 ３２０ ２５０ ５７０ ２８５ 

緑 の 館  

 

和室、茶室及び

イ ベ ン ト 室  
７，６８０ ７，７８７ １５，４６７ ７，７３３ 

庭       園 ２，８６４ ３，０３５ ５，８９９ ２，９５０ 
遊 戯 用 電 車 

（ チ ン チ ン 電 車 ） 
３，１１１ ４，２９２ ７，４０３ ３，７０１ 

 小 計 （ 使 用 料 ） １９,６８７ １７，７７３ ３７,４５９ １８，７３０ 

 小 計 （ 利 用 料 金 ） １４，２９２ １５，５３９ ２９，８３１ １４，９１６ 

合                計 ３３，９７９ ３３，３１１ ６７，２９１ ３３，６４５ 

 ※ 現指定期間中においては、使用料として取り扱っており、本市収入である。その他の区分は、現指定期間中においても利用料金制を導

入している。 

※ 端数処理により、単年度平均等が一致しないことがある。 
 

 ＜参考＞令和５・６年度における利用料金上限額 
区    分 単 位 利用料金の上限額 

興行、競技会、集

会、展示会、博覧

会その他これら

に 類 す る 催 し 

ス テ ー ジ 
１面につき 

１時間 
１，７００円 

そ の 他 の 場 所 
１平方メートルにつき 

１日 
１３０円 



業 と し て 行 う 写 真 撮 影 １回につき 

１時間 

３，８００円 

業 と し て 行 う 映 画 撮 影 ７，８００円 

緑 の 館 

和 室 

１室につき 

１時間 

２，７００円 

茶 室 １ ９００円 

茶 室 ２ １，２００円 

イ ベ ン ト 室 ３，３００円 

庭         園  １人につき１回 ２００円 

遊戯用電車（チンチン電車） 
１人につき１日 ３１０円 

１人につき１回 １５０円 
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［別紙２］ 
指定管理者が行う許可行為の権限の拡大及びその利用料金について 

 
梅小路公園においては、公園の更なる賑わいの創出及び公園を核としたエリアの活性化を目的

として、次期指定期間（令和９年度～令和１３年度）から、指定管理者の権限を拡大することに

より一層柔軟な運営を可能とするとともに、指定管理者の許可を受けて公園を使用する場合の料

金について、利用料金制を導入する。 

 

（１）変更点 

ア 指定管理者への許可行為の権限委任 

公園での催しに際し、仮設工作物を設置する場合又は公園の全部又は一部を独占する場

合には許可が必要となるところ（以下、前者に係るものを「占用許可」、後者に係るものを

「行為許可」という。）、次期指定期間から、占用許可及び行為許可の権限を新たに指定管

理者に委任する（「京都市梅小路公園条例第２条第２項第３号及び第３条第１項」参照） 

    イ 使用料の利用料金化 

新たに権限を委任する占用許可及び行為許可に伴う公園の利用に係る料金については、

現指定期間においては使用料として本市の歳入となっているが、次期指定期間においては、

利用料金とし、指定管理者の収入とする（「京都市梅小路公園条例第６条第１項」参照）。 

ウ 業務分担の変更 

上記ア、イに伴い、占用許可及び行為許可に係る受付・許可・料金収受については、指

定管理者が行うこととする。 

＜新旧対照表＞ 

表１：占用許可に係る権限の所在（京都市梅小路公園条例第２条第２項第３号） 

 従前  Ｒ９年度以降 
本市 指定管理者  本市 指定管理者 

イベント利用 〇 ―  ― 〇 

表２：行為許可に係る権限の所在（京都市梅小路公園条例第３条第１項） 

 従前  Ｒ９年度以降 
本市 指定管理者  本市 指定管理者 

業としての撮影 ― 〇  ― 〇 

イベント利用 〇 ※１  ― 〇 
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表３：本変更に係る業務分担の変更 

 従前  Ｒ９年度以降 
本市 指定管理者  本市 指定管理者 

受付業務 ― 〇  ― 〇 

許可業務 〇 ※１  ― 〇 

料金収受 〇 ※２  ― 〇 

 ※１ ステージを利用して実施するイベント利用のみ、従前から、指定管理者に許可権限を委

任している。 

※２ ステージを利用して実施するイベント利用に係る料金のみ、従前から、指定管理者の収

入（利用料金）としている。 

 

（２）利用料金の設定 

  利用料金は、京都市梅小路公園条例別表第２に掲げる額の範囲内で、市長の承認を得て指定

管理者が定めること。また、同表備考３に係る利用料金の設定に当たっては、京都市梅小路公

園条例施行規則（※）を参照すること。 
 
※ 大規模利用における特別利用料金制度の導入について 

  梅小路公園では、利用の進んでいない芝生広場の活用とともに、大規模イベント誘致を促

進させるため、令和８年度から大規模利用における特別利用料金制度（以下「大規模料金制」

という。）を導入する（「梅小路公園におけるイベント利用の手引」参照）。これにより、大

規模なイベントについても従来より費用を抑えて開催することが可能となることから、令和

９年度以降の指定期間においても、大規模料金制を活かした大規模イベントの誘致を行う等、

公園及び周辺エリアの更なる賑わいの創出に努めること。 

なお、大規模イベントとは、イベント全日を通じて、１日でも大規模料金制の適用 

（５,００１㎡以上の利用）があったイベントを指し、小規模イベントとは、イベント全日

を通じて、大規模料金制の適用がないイベント（全日５,０００㎡以下の利用）を指す。 

表４:大規模料金制における利用料金表 
面積（㎡） ㎡単価（円／日） 

１～５,０００の部分 

 

１６０ 

５,００１～１０,０００の部分 

 

８０ 

１０,００１～２０,０００の部分 

 

４８ 

２０,００１～の部分 

 

３２ 

※７，０００㎡を利用する場合、５，０００㎡までの㎡単価は１６０円、５，００１㎡から 
７，０００㎡までの㎡単価は８０円となり、合計の利用料金は９６０，０００円となる。 
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（３）利用料金還元金 
管理業務等と利益の適正なバランスを図るため、年度ごとに、イベント利用に係る利用料金

収入の一部を本市へ納入すること。 
なお、利用料金収入が著しく減少した場合に備えて、相当額をあらかじめ毎年度の指定管理

料に上乗せしている。例年通りのイベントが開催された場合、この相当額が利用料金還元金の

一部として、本市に納入される仕組みとなっている。 
 

（４）利用料金還元金の算出方法及び還元率の提案について 

利用料金還元金の算出方法は、以下の①基礎分と②加算分の合計とする。 
なお、還元率については、最低還元率以上で提案すること。 
① 基礎分（全イベント対象） 
算出式：イベント利用に係る利用料金収入の総額×提案率 
最低還元率：５％ 

② 加算分（大規模イベントのみ対象） 
算出式：大規模イベント利用に係る利用料金収入の総額（上限１０，０００千円※）×提案

率 
  最低還元率：５０％ 

※②において対象となる利用料金収入の合計額は、１０，０００千円までとする。 
 

■＜参考＞ 

（１）令和５・６年度の利用実績における使用料の内訳 

（単位：千円） 

  令和５年度 令和６年度 

イベント利用に係る使用料 

 

１９,６８７ １７，７７３ 

 うち、大規模イベント利用に 

係るもの 

１６,４６４ １３,５４２ 

 ※令和５・６年度の使用料単価は、１３０円／㎡・日である。 
 

（２）利用料金還元金の算定方法 
 ＜算定例＞ 

Ｎ年度における利用料金収入実績及び提案還元率 
① 基礎分（イベント利用に係る利用料金収入の総額）１７,７７３千円 ・提案率 ５％ 
② 加算分（①のうち大規模イベント利用に係る利用料金収入） １３,５４２千円 ・提案

率 ５０％ 
 ※イベントごとに、大規模料金制の適用の有無により、大規模イベントを区分すること。 
 
上記の場合のＮ年度における利用料金還元金は、５，８８８，６５０円となる。 
＜内訳＞ 
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① 基礎分における還元金 
１７，７７３，０００円×５％＝８８８，６５０円 
② 加算分における還元金 
１０，０００，０００円×５０％＝５，０００，０００円 

 



財源

収益金

使用料

　注　下線部は、特に提案を求めるもの

規定事業

　　「規定事業」について、事前に京都市の承認
を得たうえで、自主事業として、参加料等の収
入を得て実施することができる。

   自動販売機の設置に伴う、収入（自動販売機
業者から得られる収入）の一部を京都市に納入
することとし、その還元率について提案するこ
と。
　なお、還元率の提案にあたっては、本市が基
本とする還元率を参考に提案すること。また、そ
の他の自主事業における本市への還元金はな
しとする。
　また、自主事業の実施にあたっては、施設の
公共性を十分に認識し、一般来園者の利用
や、第三者（地域団体、民間事業者等）による許
可申請に基づく利用との均衡を図った運営を行
うこと。

提案事業
（事業例）

その他

・閑散期（平日、夏・冬季）又は夜間等の賑わい
創出イベント（イルミネーション、映画上映会等）
・自動販売機の設置（参考１「京都市梅小路公
園　自動販売機設置仕様書」参照）
・キッチンカーによる飲食物の提供　※
・マルシェ　※
・アウトドア体験
・スポーツ体験
・レンタルやサービスの提供　等

※公益を目的とする催し物に付随するものに限
る。

・市民ボランティアや周辺企業等との連携など
の地域交流及び地域貢献
・防災意識の啓発など社会課題解決に資するイ
ベント
・みどりの普及啓発
・朱雀の庭・いのちの森や市電の利用者の増加
に向けた魅力発信・イベント
・次代を担う子どもたちが「生きる力」と「創造的
な発想力」を養えるイベント
・自然環境学習プログラム
・心身の健康づくりプログラム
・植栽管理における発生材の堆肥化等のリサイ
クルの推進
・野鳥観察会
・多様な媒体による積極的な広報　等

・いのちの森を活用した体験型講習会の実施
（月１回程度）
・専門家及び市民等と協働した、いのちの森の
モニタリング活動（月１回程度）
・庭園の魅力を伝えるガイド又は講座（月１回程
度）

　―

利用促進事業及び自主事業の概要（梅小路公園）

事業概要

手続

　指定管理者が自らの負担と責任で実施する利
用促進事業に該当しないもので、公園の魅力と
利便性の向上及び賑わい創出等を目的とする
事業
　※施設の魅力向上等のため、多様な事業の
積極的な提案を求める。

　指定管理料及び利用料金収入 　自主的な財源（指定管理料及び利用料金収
入は充当不可）

　事業計画書を提出し、事前に京都市の承認を
得ること。

　事業から生じた収入は、指定管理者に帰属す
る。
　ただし、自動販売機の設置に伴う収入につい
ては、自主事業還元金が発生する。

　法令に基づく許可を受けること。

　許可に基づく使用料又は利用料金を京都市
又は指定管理者へ納入すること。
　※申請者が指定管理者の場合であっても、許
可権者である指定管理者に対し、その利用に係
る利用料金を支払わなければならない。

　―

　事業から生じた収入は、利用料金を除いて原
則として本市に帰属する。
　ただし、サービス提供の対価その他実費相当
の料金等については、指定管理者の収入とする
ことができるが、その可否については、あらかじ
め本市と協議する必要がある。

利用促進事業 自主事業

　指定管理業務の一環として実施する公園の魅
力の向上・発信及び利用促進等を目的とする事
業

（別紙３）



［別紙４］ 

 
貸付物品一覧（梅小路公園） 

 

 

品   名 規   格 数量 

事務机（両そで）  1 

事務机（片そで）  4 

事務椅子  4 

ファイリングキャビネット(2段)  2 

保管庫  7 

スチール物品棚 W1500×D595×H2100 2 

ロッカー  2 

椅子(受付) 木製茶色レザー張り 44×33×90cm 2 

カウンター（受付） Ｌ字型 1 

スツール(素焼) 直径 340・H380 6 

エンジンヘッジトリマー 新ダイワ HT220 2 

石油ストーブ ダイニチ FM101F 1 

アームチェア 茶色革張り、スチール脚 10 

机 木製、スチール脚 2 

ベンチ 茶色革張り、木製脚、背もたれ付 2 

ベンチ スノコ型 4 

座卓 W1785×D445×H315 14 

茶釜 万代屋釜 1 

茶釜 真形釜 1 

茶釜 電熱朝鮮風炉釜、敷板付 1 

風炉 電熱面取風炉 1 

炉縁 唐松塗 1 

炉縁 桑 1 

テレビ パナソニック TH-50A300 1 

防犯カメラ ケルク電子システム KER-AHD1080C 1 

チンチン電車 狭軌１型 8.40×2.04 m 1 



 

                                        [別紙５]  

現 地 説 明 会 実 施 要 領（梅小路公園） 
 
１ 参加資格、申込方法及び人数 

 (1)参加資格 

   本要項中の「１ 応募の資格」を満たすものとします。 
   ※ 応募資格を有さないと認められる団体からの参加はお断りします。 
 (2)申込方法 

令和８年５月２２日（金）午後５時までに、様式①「現地説明会参加申込書」を、下記の予約

及び問合せ先へメールで提出してください（事前の申込みのない団体については、参加をお断

りすることがあります。）。提出後、必ず本市に電話にて連絡してください。本市担当者からの

到着確認をもって申込完了といたします。 

 (3)人数等 

   １団体から２名まで参加していただくことが可能です。 
２ 実施日時及び集合場所 

(1)実施日時 

   令和８年５月２７日（水） 午前１０時から１１時３０分まで（予定） 
 (2)集合場所 

   梅小路公園緑の館１階 イベント室 
３ 実施内容及び注意点 

 (1)実施内容 

   京都市職員の誘導により、施設内部を視察していただきます。 
 (2)注意点等 

   当日現地における質問は原則として受け付けません。後日、質疑を受け付ける際に、文書で提

出してください。 
４ その他 

 (1)応募資格の確認のため、事前に誓約書等の書類を求めることがあります。 

(2)駐車場の確保はできませんので、現地には公共交通機関等でお越しください。 

 
【予約及び問合せ先】 

〒６０４－８５７１ 
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
京都市役所分庁舎３階 
京都市建設局みどり政策推進室 
電 話：０７５－２２２－４１１４（直通） 

                 E-mail：ryokusei@city.kyoto.lg.jp 
担当者：岩坂、百々 

mailto:ryokusei@city.kyoto.lg.jp


 

梅小路公園指定管理者募集に係る提出書類一覧（表紙） 

 
１ 提出書類は、提出前に確認のうえ、本表紙の確認欄の□にレ印を記入してください。 

２ 原本で用紙サイズが決まっているもの以外はＡ４サイズに統一し、文字は明瞭なものを提出し

てください。 

３ 正本として１部を持参するとともに、副本をメールにて御提出ください。 
４ 正本は、本表紙を付け、様式Ａ～Ｇ、様式１～９、それぞれの添付資料集及びプレゼンテーシ

ョン投影資料の５つのファイルに分けて、１部を持参してください。様式ごとに白紙を間に挟み、

様式番号のインデックス又は付せんを貼付してください。また、各様式にはページ数を付けてく

ださい。 

５ 副本は、プレゼンテーション投影資料を除いて、正本をファイルごとにＰＤＦファイルへ変換

し、それぞれ「01_様式Ａ～Ｇ」、「02_様式１～９」、「03_添付資料集：様式Ａ～Ｇ」、「04_添付資

料集：様式１～９」とファイル名を付け、メールにて提出してください。また、ＰＤＦファイル

は、文字検索が有効なものを基本としてください。 

  なお、プレゼンテーション投影資料は、「05_プレゼンテーション投影資料」とファイル名を付

けて、併せて、メールにて提出してください。ファイル形式は、PowerPoint（Microsoft 社）を

基本とします。 

 

団体名  

 
（実名で作成するもの） 

確認欄 様式番号 提出書類 

□ Ａ 指定管理者指定申請書 

□ Ｂ 団体の概要 

□ Ｃ 

調査同意書（水道料金・下水道使用料） 

※主たる事務所の所在地に、本市の水道の使用者名義を有している場合、提出し

てください。 

 主たる事務所の所在地が、本市以外の場合は、不要です。ただし、所在する自

治体に請求し、滞納がない旨を証する書類を提出してください（「添付資料：様

式Ａ～Ｇ関係」参照）。 

□ Ｄ 誓約書 

□ Ｅ 共同事業体の結成に関する申請書 ※共同事業体の場合のみ 

□ Ｆ 共同事業体の結成に関する協定書 ※共同事業体の場合のみ 

□ Ｇ 共同事業体連絡先一覧 ※共同事業体の場合のみ 

 

[別紙６] 



 

（匿名で作成するもの） 

確認欄 様式番号 提出書類 

□ ― 

決算書類等 

（法人にあっては財務諸表（提出日の直前３事業年度の各年度の決算報告書（貸

借対照表及び損益計算書を含むものに限る）、税務申告書のうち別表一、別表四、 

別表五）、個人にあっては直前３年間の確定申告書の写し） 

※ 複数の団体が共同事業体を結成して申請する場合は構成団体ごとに提出 

※ 損益計算書（または製造原価報告書等）において、「給与・賞与」だけでな

く、「法定福利費（社会保険料等）」および「福利厚生費」の計上額が判別できる

明細を添付、または内書きすること。 

□ １ 類似施設等の管理・運営実績 

□ ２－１ 監査指摘等の状況 

□ ２－２ 重大な事故及び不祥事 

□ ２－３ コンプライアンス及び個人情報保護 

□ ３ 施設の管理運営の基本方針 

□ ４ 人材確保・研修及び職員体制 

□ ５ 施設の維持管理 

□ ６ 運営企画、サービスの向上 

□ ７ 事故防止、緊急時及び災害時の対応 

□ ８ 社会的責任 

□ ９ ５年間の収支見込み 

（添付資料：様式Ａ～Ｇ関係） 

※ 複数の団体が共同事業体を結成して申請する場合は構成団体ごとに提出 

確認欄 関係様式 提出書類 

□ Ｂ 組織図 

□ Ｂ 役員名簿 

□ Ｂ 定款、寄附行為又はこれに類するもの 

□ Ｂ 
法人登記簿謄本（現在事項全部証明書） 

※ 直近の状況が明記されており、申請日前３箇月以内に発行されたものを提出 

□ Ｂ 
印鑑証明書 

※ 直近の状況が明記されており、申請日前３箇月以内に発行されたものを提出 

□ Ｂ 

納税証明書等  

※ 直近２年分の証明書等（原本） 

ア：所得税又は法人税 

イ：消費税及び地方消費税 

ウ：法人市民税及び固定資産税 

エ：水道料金及び下水道使用料※主たる事務所の所在地が、本市以外の場合に

限る。 

 
（添付資料：様式１～９関係） ２部  

※ 団体名の記載がある場合は、団体名を黒塗りすること 

確認欄 関係様式 提出書類 

□ １ 管理・運営している類似施設やその他類似事業の実績を示す書類 

□ １ 類似施設・事業の特徴を示すパンフレット等（既存のものがある場合） 

□ ２－２ 事故及び不祥事の詳細が分かる書類 



 

□ ２－３ コンプライアンスに関する規定、マニュアル 

□ ２－３ 個人情報保護に関するマニュアル 

□ ３ 日常の業務マニュアル 

□ ４ 就業規則(案) ※給与規定含む。 

□ ４ 雇用契約書(案) 

□ ５ 運営規程(案) 

□ ５ 清掃マニュアル 

□ ５ 警備マニュアル 

□ ５ 維持管理マニュアル 

□ ５ 利用者対応マニュアル 

□ ７ 事故防止や緊急対応に関するマニュアル 

□ ７ 非常災害時の対応に関するマニュアル 

□ ８ 

ISO14001 又は KES 登録証※１、きょうと SDGs ネットワーク内の各種取組の認定証等の写し 

※1 (団体が取得している場合)左記の環境マネジメントシステムを認証取得し 

ていることの証明（登録番号が分かるもの） 

 
（プレゼンテーション投影資料（匿名で作成）） 

確認欄 様式番号 提出書類 

□ ― プレゼンテーション投影資料 

 



 
 

［別紙７］ 
 

京都市梅小路公園指定候補者審査項目 
 

１ 応募者の現状 

（１）組織の安定性 

  ア 財務状況 
（２）管理運営適性 

  ア 類似施設等の管理・運営実績 
  イ コンプライアンス及び個人情報保護 
２ 事業運営計画（内容面） 

（１）管理運営の基本方針 

  ア 管理運営の基本方針 
（２）管理運営体制 

  ア 人材確保・研修及び職員体制、市内中小企業の活用 

（３）維持管理 

  ア 日常の維持管理計画（長寿命化計画含む） 
（４）運営企画、サービスの向上 

ア サービスの向上 
イ 利用促進事業・自主事業に関する運営企画 
ウ 地域交流及び地域貢献 
エ 利用料金還元金（イベント利用によるものに限る） 
オ 自主事業還元金（自動販売機） 

（５）危機管理 

  ア 事故防止及び緊急対応、災害対応 
（６）社会的責任 

  ア 環境、景観、ＳＤＧｓ、社会的弱者への配慮、障害者の雇用、男女共同参画、子育て支援 
３ 経営計画（財政面） 

（１）費用対効果の向上 

ア 指定管理料 
イ 収入増加に係る取組、経費削減に係る取組 
 



[参考１] 
 

 

京都市梅小路公園 自動販売機設置仕様書 

 

１ 設置目的 

  都市公園の防災機能の向上と更なる利便性向上を目的として、自動販売機（災害

対応型及び社会貢献型）を設置できます。 

２ 設置仕様 

（１）設置基数、設置場所 

設置場所については、原則、現状と同じ位置（２１基）とし、指定管理者に指定

後、京都市と協議を行ってください。自動販売機の設置は、災害対応型を基本とし

ますが、社会貢献型についても設置できることとします。社会貢献型の設置台数に

ついては、協議により定めるものとします。 

（２）空容器回収箱 

  ア 自動販売機に併設して設置してください。 

  イ 容器の種類ごとに分別可能なものとしてください。また、満杯にならないよ

うに適切に回収し、回収した空容器は、関係法令等に基づき適切にリサイクル

してください。 

（３）取扱商品及び販売価格 

  ア 取扱商品 

缶又はペットボトル等（びんを除く。）の密閉式の容器に入った清涼飲料水（ジ

ュース、茶、水、コーヒー、紅茶及びこれらに類する商品）とし、酒類（ノン

アルコール飲料を含む。）の販売はできません。 

ただし、社会貢献型自動販売機では、京都市と協議のうえ、上記以外の商品

を取り扱うことができます。 

  イ 販売価格 

    標準販売価格（定価）である必要はありません。  

（４）設置機種等 

  ア 災害対応型自動販売機 

    災害発生時に自動販売機の飲料を無償で市民に提供することを前提とした機

器とし、災害発生時において京都市が飲料の提供を必要と判断した場合は、自

動販売機内の全ての飲料を無償で提供していただきます。  

    なお、災害時にキースイッチの操作が必要な機種については、指定管理者が

キースイッチを１本保管するとともに、京都市にも１本提出してください。 

イ 社会貢献型自動販売機 

社会課題解決への貢献に資する商品の販売や、売り上げの一部を寄付するな

ど、清涼飲料水の販売に社会貢献を前提とした付加価値を有する自動販売機と

します。 

ウ 環境に配慮した機種 

センサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯機能を有しているほか、省

エネルギー機やノンフロン対応機といった環境対策機能を有した自動販売機と

してください。 

  エ 景観に配慮したデザイン 

 屋外広告物や景観に関する法令に準拠するデザインとし、必要に応じて、 

関係各所属に事前協議を行ってください。 



  オ 自動販売機等の寸法 

    自動販売機  ：幅 ＝１，２００㎜程度、奥行＝８５０㎜程度、 

高さ＝１，８５０㎜程度 

空容器回収箱：容量は９０リットル程度としてください。ただし、多くの空

き缶等のゴミが発生する場合については、増設等を行ってい

ただきます。 

（５）設置に関する工事等 

ア 自動販売機等の設置、撤去及び原状回復 

自動販売機等の設置、撤去及び原状回復は、京都市と協議のうえで指定管理

者自らの責任で行い、これらに要する工事費等の一切の費用は、指定管理者が

負担してください。 

イ 自動販売機の電源確保 

自動販売機の運転に必要な電気は、原則として指定管理者が電気事業者との

間で契約を締結のうえ、供給を受けることとし、これらに要する工事費等の一

切の費用は、指定管理者が負担してください。 

引込柱が自動販売設置箇所付近にない場合には、指定管理者が自動販売機横

に引込柱を設置し、電柱（電線）から直接引込みを行います。 

自動販売機設置予定箇所の直近の公園施設（分電盤、便所、ハンドホール等）

からの電源確保も可能とします。ただし、自動販売機で使用する電気料金につ

いては、自動販売機に使用電力計測用の子メーターを設置し、指定管理者が負

担してください（指定管理業務の委託料及び利用料金から負担はできません。）。 

また、電源差込み口の損傷やメンテナンス等の対応は、指定管理者が負担し

てください。 

なお、電気事業者の規則等により指定管理者と直接契約できない場合及び電

源の確保が著しく困難な場合は、京都市と協議を行ってください。 

電源設備は指定管理期間終了後、京都市と協議を行い、承諾された場合は、

撤去せず現地に存置することも可能です。 

ウ 耐震対策等 

自動販売機の設置に当たっては、耐震対策（転倒防止策）を施すなど、安全に

設置することとし、これらに要する工事費等の一切の費用は、指定管理者が負担

してください。 

エ その他 

  自動販売機の盗難、破損について、京都市は責任を負いませんので、指定管理

者の判断により、盗難防止対策を施すこととし、これらに要する工事費等の一切

の費用は、指定管理者が負担してください。 

（６）衛生管理等 

衛生管理、感染症対策等については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図っ

てください。 

（７）緊急連絡先の表示 

指定管理者は、設置する全ての自動販売機に、故障等が発生した場合の緊急連絡

先を明示するとともに、自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、全て指定

管理者の責任において対応してください。緊急連絡先は有人のコールセンター等に

より、２４時間３６５日問合せ等に対し迅速に対応できる体制としてください。 



（８）維持管理 

ア フルオペレーション 

指定管理者において、自動販売機の設置から商品の補充、メニューチェンジ、

空容器の回収・リサイクル、金銭管理、故障等の対応、定期点検、自動販売機

内部・外観及びその周辺の清掃・美化までの自動販売機の設置管理運営に必要

な一切の維持管理業務を行ってください。 

イ 作業時間等 

公園利用者に支障を来すことのないよう十分に注意して行ってください。 

 



  [参考２]  
 

朱雀の庭 管理基準 

 
朱雀の庭（以下「庭園」という。）は、長年にわたって培ってきた京都の作庭技術・技法の粋を結集し、

伝統と創生の調和を目指した約９，０００平方メートルの池泉回遊式庭園である。庭園中央の池「水鏡」

の周囲に築山や滝、野筋などを配置し、歩みにつれて変化する景色は、市民の憩いの場として親しまれて

いる。 
以上の趣旨をよく理解し、庭園にふさわしい良好な景観の維持に努めること。 

 
１．基本管理 

 （１）巡視 

庭園内の巡視を行い、安全等が確保されるように努め、不具合等が発見された場合は、必要な処

置を行うこと。 
 （２）除草清掃 

    掃き掃除やゴミ拾いを行い、入園者が快適に過ごせるように、常に清潔な状態を保つこと。また、

庭園にふさわしい状態を保てるように、池流れ、流れ、水鏡、側溝、桝等の清掃及び除草を定期的

に行うこと。 
 （３）臨時処置 

    台風・災害等で被害が生じた場合は、京都市に報告するとともに、速やかに処理すること。 
２．植物管理 

 （１）植物一般 

   ア 施肥 
     それぞれの植物にあった肥料や土壌改良等を適期、適量行うこと。 
   イ 灌水 
    日照りが続いて植物の衰弱が予想される場合や植付直後等において、適宜灌水を行うこと。灌

水作業中周囲に水や土が飛散・流出しないように努めること。また、灌水作業は、暑い時間帯を

避け、夕方等に実施すること。 
   ウ 補植 
     植物が枯損した場合は、適宜補植すること。 
   エ 害虫駆除 
     適切に薬剤散布を行うなど、害虫駆除を行うこと。薬剤は、むやみに多量に散布せず、適切な

量とすること。また、できる限り供用時間は避けて散布を行うこと。 
（２）樹木一般 

  ア 衰弱木や倒伏木は速やかに撤去し、入園者に危険や支障がないようにすること。 
  イ 枯枝除去、支障枝剪定、骨格剪定等を適宜実施すること。 
  ウ 必要に応じて樹木診断を行い、健全に保つこと。 
 

 

 



（３）高木の整枝剪定 

  ア 樹種ごとの適期に作業すること。特に花木の剪定は、花芽形成の時期に注意すること。 
  イ 庭園の景観にふさわしい姿に整えること。 
（４）中低木及び生垣等の刈込・面的剪定 

  ア 樹種ごとの適期に作業すること。特に花木の剪定は、花芽形成の時期に注意すること。 
  イ 庭園の景観にふさわしい姿に整えること。 
（５）アカマツ管理 

  ア はさみ剪定 
    美しい樹形の保持を目的に行い、庭園の景観にふさわしい将来の樹形と樹高をイメージしなが

ら行うこと。 
  イ 葉むしり 
    春には、マツの新芽を摘む「みどり摘み」を行い、樹形管理すること。また、秋には風通しを

良くし、日の光が下の葉に当たるように、古い葉を手でしごき取る「もみあげ」を行うこと。  
  ウ 皮むき 
    冬季には、冬眠場所を求めて下降してくる害虫対策として、マツの皮むきを行うこと。また、

アカマツ特有の皮むき後の赤い樹皮が庭園に映えるように丁寧に皮むきを行うこと。 
（６）地被植物管理 

  ア 必要に応じて、株分け、植替え及び補植を行うこと。 
  イ 芝生の美観を維持するため、適宜芝刈り及び施肥を行うこと。 
  ウ ササの美観を維持するため、適宜葉刈りを実施すること。必要に応じて、抜取りを行い、ササ

の植栽範囲を適正に管理すること。 
（７）花壇管理 

   季節に合わせた庭園の景観にふさわしい種類の草花を取り入れること。また、植え替えるときは、

地ごしらえを行い、植栽する草花が成長しやすい環境とすること。 
（８）工作物の修繕 

   竹柵等の工作物に破損がある場合、適切に修繕を行うこと。 
 
３．作業頻度 

   作業頻度は、おおよそ以下の数量・回数程度実施すること。作業内容及び頻度が大きく変更となる

場合は、事前に京都市と協議を行うこと。 
 
 
   

 

 

 



 

作 業 頻 度 
(朱雀の庭) 

種別 単位 規格 数量 頻度 回／年 
合計（種別ごと） 

（回／年） 

基本剪定 

株物刈込み 株 ｶﾝﾂﾊﾞｷ、ｽｽｷ、ﾋｻｶｷ、ｱｾﾋﾞ、ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ 266 1回/年 266 266 

生垣刈込み－１ ｍ ポンプ室７ｍ(ｱﾗｶｼ) 7 2回/年 14 

396 生垣刈込み－２ ｍ 門内(ｱﾗｶｼ)、ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ(ｱﾗｶｼ)、東側(ｱﾗｶｼ)、ＪＲ(ｶﾅﾒﾓﾁ)、東南(ｶﾅﾒﾓﾁ) 158.5 2回/年 317 

生垣刈込み－３ ｍ ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ 5m(ｱﾗｶｼ)、南 60m(ｱﾗｶｼ) 65 1回/年 65 

寄植刈込み ㎡ ｺｸﾏｻﾞｻ 320、ｸﾏｻﾞｻ 340、ｵﾛｼﾏﾁｸ 200、ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ 18、植込類197 1,075 1回/年 1,075 1,075 

常緑樹剪定－1 本 ｱﾗｶｼ 20 1回/年 20 

41 
常緑樹剪定－2 本 ｱﾗｶｼ 12 1回/年 12 

常緑樹剪定－3 本 ｱﾗｶｼ 3 1回/年 3 

 常緑樹剪定－4 本 ｱﾗｶｼ 6 1回/年 6 

落葉樹剪定－1 本 ｻﾙｽﾍﾞﾘ、ﾓﾐｼﾞＣ：~25cm 61 1回/年 61 

237 

落葉樹剪定－2 本 ｻﾙｽﾍﾞﾘ、ﾓﾐｼﾞＣ：26~50cm 91 1回/年 91 

落葉樹剪定－3 本 ﾓﾐｼﾞＣ：51~75cm 30 1回/年 30 

落葉樹剪定－4 本 ﾓﾐｼﾞＣ：76~100cm 4 1回/年 4 

落葉樹剪定－5 本 ﾓﾐｼﾞＣ：101cm~ 51 1回/年 51 

アカマツはさみ剪定－１ 本 ｱｶﾏﾂＣ：26~50cm 24 1回/年 24  

 

100 

 

 

アカマツはさみ剪定－２ 本 ｱｶﾏﾂＣ：51~75cm 27 1回/年 27 

アカマツはさみ剪定－３ 本 ｱｶﾏﾂＣ：76~100cm 10 1回/年 10 

マツ葉むしり 本 ｱｶﾏﾂＣ：76~130cm 2 ２回/年 4 

マツ葉古葉落とし 本 ｱｶﾏﾂ 35 １回/年 35 

マツ皮むき 本 ｱｶﾏﾂ 67 67 1回/年 67 67 

補植 

補植低木 株 ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ 30 １回/年 30 30 

補植地被類 ㎡ ｺｸﾞﾏｻﾞｻ 20 １回/年 20 20 

補植地被類 ㎡ ｸﾏｻﾞｻ 20 １回/年 20 20 



補植地被類 本 常緑樹 Ｈ＝1.2m、Ｗ＝0.2~0.3m 40 １回/年 40 40 

花壇管理（２箇所） 

花苗植替え ㎡  66 2.5回/年 165 165 

花床施肥－1 元肥 ㎡  66 2回/年 132 132 

花床施肥－2 追肥 ㎡  66 5回/年 330 330 

花床管理 ㎡  66 22回/年 1,452 1,452 

病害虫駆除 

薬剤散布 L  2,500 適時 2,500 2,500 

芝刈り 

機械芝刈り ㎡ 野筋①800、野筋②604.5、池西196.3、数寄屋門西328.7＝1929 1,929 5回/年 9,645 9,645 

施肥 

芝生施肥 ㎡ 同上 1,929 1回/年 1,929 1,929 

除草及び清掃 

除草 ㎡ 地被刈込3,073、芝刈り1929、ｺｹ 411、紅葉谷奥168 5,581 12回/年 66,972 66,972 

池流れ清掃 ㎡ 上ノ池301、下ノ池268、数奇屋門池122 691 48回/年 33,168 33,168 

流れ清掃 ㎡  642 24回/年 15,408 15,408 

水鏡清掃 ㎡  733 76回/年 55,708 55,708 

側溝清掃 ｍ ＪＲ沿81 81 1回/年 81 81 

桝清掃 箇所 園内21 21 1回/年 21 21 

園地清掃 ㎡ 園路 761 761 48回/年 36,528 36,528 

竹柵 

竹柵（低四ツ目垣）

補修 
ｍ 庭園北側（一般園地との境目付近） 60 １回/年 60 60 

 



[参考３] 
 

トイレ清掃概要 

 
１．トイレ清掃回数 

・通常清掃 １回／日 以上とする。ただし、イベントが行われる等により、施設の利

用が多くなる場合は、適宜作業を行うこと。 
  ・特別清掃 ４回／年 以上とする。 
 
２．トイレ清掃内容 

通常清掃 特別清掃 
① トイレ内部の便器、床、タイル部分、手洗シン

ク、置台等の清掃は汚れのいかんにかかわらず、

薬品を使用してデッキブラシ、洗車ブラシ、便

器用柄付きブラシを用いブラッシング洗浄す

る。便器の詰まり等は、原則として修復する。 

② 小便器は、対向の壁部分を底部から上方までブ

ラッシング洗浄をする。底部にある小水の受け

目皿と排水口の目皿も必ず毎回取り外し、丁寧

にブラッシング洗浄し尿石を除去する。 

③ ブラシ洗浄後、便器、壁面については水滴が残

らないよう乾いたウエスで拭く。床については

水切りワイパーとモップで水を切る。 

④ 手洗いシンクの排水口は、棒類にて砂、ごみ等

の詰まりを貫通する。 

⑤ 外壁等に汚れがあれば除去する。また、ほうき

等で届く範囲のスス、蜘蛛の巣や虫の死骸等も

除去する。 

⑥ トイレ内の紙くず等投棄物は必ず回収し、持ち

帰り、適切に処分する。 

⑦ 清掃後のトイレに対し、クレーム等が生じた場

合は、本市の指示に従い、速やかにトイレの修

復に掛かること。トイレ内の小便器洗浄がハイ

タンク方式の場合、上部のハイタンクへの給水

の調整をすること。補給水が止まっている場合

又は多量に出ている場合は、補給水の給水量を

① 外周、外壁、内壁、天井、手洗い桝、便器、 

照明灯のカバー、ハイタンクに至るまで着手

前及び作業中の状況を写真撮影し、作業完了

が確認できるよう、完了写真を撮影する。 

② 外周については、構造物から概ね１m の範 

囲内の除草、清掃をする。また、手洗い桝の  

砂については上げておく。 

③ 外壁及び天井については、脚立等を用い、 

スス、蜘蛛の巣や虫の死骸等があればほうき 

掃きした後、水洗い可能な箇所については 

ブラシ等で洗浄清掃し、水拭きする。 

④ 内壁については、脚立等を用い、スス、蜘蛛 

の巣や虫の死骸等があればほうき掃きした 

後、水洗い可能な箇所であればデッキブラ 

シ、洗車ブラシ等で清掃し、その後水切りを 

する。水洗い不可の箇所については、水拭き 

する。 

⑤ 照明灯のカバーは取り外し、洗剤等を使用し 

てブラシ等で水洗いし、水切り後、元どおり 

取り付ける。 

⑥ 便器については、詰まりが有れば修復し、 

小便器は、底部から壁部まで必ず薬品を使用 

し、ブラッシング洗浄をする。底部にある小 

水の受け目皿と排水口の目皿は必ず取り外 

し、尿石除去剤を使用したうえで、丁寧にブ 



糸水が引く程度の量に調整すること（概ね２０

分に１回の洗浄動作を標準としている。）。 

⑧ トイレの各箇所に異常を発見した場合は、本市

へ速やかに報告する。 

⑨ 清掃漏れがないか、業務責任者がトイレ通常清

掃業務報告書の「確認欄」等により点検する。 

⑩ トイレ通常清掃業務報告書を携行し、必要事項

を随時記入し、記入完了後に押印する。 

ラッシング洗浄し尿石を除去する。 

※ ⑦以降については、通常の清掃と同様 

 

 
３．その他 

① トイレ清掃時、適宜トイレットペーパー及び液体洗剤の補充を行う。 
② トイレットペーパーについては、必ず下記のものを購入し、ペーパーホルダーに配備 
する。 
商品名 めぐレット（泉製紙株式会社製） 
商品仕様 １３０ｍ（６ロール／梱） 

シングル・芯なし 
商品特徴 京都市立小学校の給食用牛乳パックをリサイクルしたもの 

③ トイレにうじ虫等が発生した場合は、乳剤を散布し、駆除する。 
④ 清掃道具と消耗品は指定管理者の負担とする。 

  



[参考４] 
 

参考資料 

 
・施設ＨＰ（京都市梅小路公園） 

https://www.kyoto-ga.jp/umekouji/index.html 

 

・都市公園法 

https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 

 

・都市公園法施行規則 

https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 

 

・京都市都市公園条例 

https://en3-jg.d1-law.com/kyoto/d1w_reiki/H335901010016/H335901010016_j.html 

 

・賃金・物価スライド制度 

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000351231.html 
 

・京都市地域防災計画 

https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/0000000148.html 

 

・防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン（京都府） 

https://www.pref.kyoto.jp/anshin/1170044790358.html 

 
・都市公園における遊具の安全確保に関する指針（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000083.html 
 
・きょうと SDGｓネットワーク 
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html 
 
・新京都戦略 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000339369.html 

 

・京都市はぐくみプラン＜２０２５-２０２９＞ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000337414.html 

 

・建設局所管の指定管理制度導入施設における事業報告書（令和６年度） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000345950.html 

https://www.kyoto-ga.jp/umekouji/index.html
https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030
https://en3-jg.d1-law.com/kyoto/d1w_reiki/H335901010016/H335901010016_j.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000351231.html
https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/0000000148.html
https://www.pref.kyoto.jp/anshin/1170044790358.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000083.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000339369.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000337414.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000345950.html


 
 

・イベント利用の手引き（梅小路） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000101/101135/umekoujite

biki.pdf 

 
・京都駅西部エリア活性化将来構想 
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000180451.html 

 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000101/101135/umekoujite
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000180451.html
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京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市都市公園条例施行規則（昭和35年規則第21号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

○京都市都市公園条例施行規則 ○京都市都市公園条例施行規則 

昭和35年４月１日規則第21号 昭和35年４月１日規則第21号

（略） （略） 

（有料公園施設の利用許可の受付期間） （有料公園施設の利用許可の受付期間） 

第４条 前条第１項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者は、

市長の承認を得て、受付を開始する日を変更することができる。 

⑴及び⑵ 略 

第４条 条例第７条第１項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし、指

定管理者は、市長の承認を得て、受付を開始する日を変更することがで

きる。 

⑴及び⑵ 略 

（許可等の通知） （許可等の通知） 

第８条 市長又は指定管理者は、法第５条第１項若しくは第６条第２項若 第８条 市長又は指定管理者は、法第５条第１項若しくは第６条第１項若 

しくは第３項、条例第３条第２項若しくは第３項又はこの規則第５条第 しくは第３項又は条例第３条第１項若しくは第３項の規定による許可の 

２項若しくは第６条の規定による申請があったときは、許可又は不許可 申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可 

を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付する。 通知書を申請者に交付する。 

２ 指定管理者は、第３条第１項の規定による申請があった場合におい

て、当該申請に係る利用を許可したときは、文書によりその旨を申請者

に通知する。 

２ 指定管理者は、条例第７条第１項の規定による許可の申請があった場

合において、当該申請に係る利用を許可したときは、文書によりその旨

を申請者に通知する。 

（略） （略） 

    附 則（令和８年  月  日規則第  号） 

 （施行期日） 

 １ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表第１ ２備

考以外の部分の改正規定及び附則第３項の規定は、令和９年４月１日か

ら施行する。 

 （適用区分） 

 ２ この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則（以下「改正後

の規則」という。）別表第１ ２備考６の規定は、この規則の施行の日以

後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料につ

参考５
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改正前 改正後 

いては、なお従前の例による。 

 ３ 改正後の規則別表第１ ２備考以外の部分の規定は、附則第１項ただ

し書に規定する改正規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適

用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

  

別表第１（第11条関係） 別表第１（第11条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 公園を占用し、又は利用する場合 ２ 公園を占用し、又は利用する場合 

 
区分 

使用単

位 

単位

期間 
使用料 

  
区分 

使用単

位 

単位

期間 
使用料 

 

 電柱、その支柱その他これらに類

するもの 

１本 １年 円 

4,600 

  電柱、その支柱その他これらに類

するもの 

１本 １年 円

4,600

 

 電線 １メー

トル 

640   電線 １メー

トル 

640 

 変圧塔 １基 5,300   変圧塔 １基 5,300 

 鉄塔 １平方

メート

ル 

5,300   鉄塔 １平方

メート

ル 

5,300 

 地下埋

設物 

管路 外径が0.07メート

ル未満のもの 

１メー

トル 

110   地下埋

設物 

管路 外径が0.07メート

ル未満のもの 

１メー

トル 

110 

 外径が0.07メート

ル以上0.1メートル

未満のもの 

160   外径が0.07メート

ル以上0.1メートル

未満のもの 

160 

 外径が0.1メートル

以上0.15メートル

未満のもの 

240   外径が0.1メートル

以上0.15メートル

未満のもの 

240 

 外径が0.15メート

ル以上0.2メートル

320   外径が0.15メート

ル以上0.2メートル

320 
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改正前 改正後 

未満のもの 未満のもの 

 外径が0.2メートル

以上0.3メートル未

満のもの 

480   外径が0.2メートル

以上0.3メートル未

満のもの 

480 

 外径が0.3メートル

以上0.4メートル未

満のもの 

640   外径が0.3メートル

以上0.4メートル未

満のもの 

640 

 外径が0.4メートル

以上0.7メートル未

満のもの 

1,100   外径が0.4メートル

以上0.7メートル未

満のもの 

1,100 

 外径が0.7メートル

以上１メートル未

満のもの 

1,600   外径が0.7メートル

以上１メートル未

満のもの 

1,600 

 外径が１メートル

以上のもの 

2,500   外径が１メートル

以上のもの 

2,500 

 その他のもの １平方

メート

ル 

2,500   その他のもの １平方

メート

ル 

2,500 

 郵便差出箱及び信書便差出箱 １基 2,200   郵便差出箱及び信書便差出箱 １基 2,200 

 公衆電話所 5,300   公衆電話所 5,300 

 標識 １本 4,200   標識 １本 4,200 

 工事用施設及び工事用材料置場 １平方

メート

ル 

１日 160   工事用施設及び工事用材料置場 １平方

メート

ル 

１日 160 

 興行、

競技

会、集

会、展

京都市梅小路公園ステージ １面 １時

間 

2,000   興行、

競技

会、集

会、展

京都市梅小路公園ステージ１面 １時

間 

2,000 

 船岡山公園ステージ 470   船岡山公園ステージ 470 

 その他の場所 １平方

メート

１日 160   その他の場所 １平方

メート

１日 160 
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改正前 改正後 

示会、

博覧会

その他

これら

に類す

る催し 

ル 示会、

博覧会

その他

これら

に類す

る催し 

ル 

 業として行う写真撮影 １回 １時

間 

4,600   業として行う写真撮影 １回 １時

間 

4,600 

 業として行う映画撮影 9,400   業として行う映画撮影 9,400 

 電源（岡崎公園のみ） １箇所 ４時

間 

100   電源（岡崎公園のみ） １箇所 ４時

間 

120 

 その他の占用又は利用 その都度市長が定める額   その他の占用又は利用 その都度市長が定める額  

備考１ 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使

用期間が１年未満であるとき、又は使用期間に１年未満の端数が

あるときは、月割り計算により使用料を算出する。 

備考１ 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使

用期間が１年未満であるとき、又は使用期間に１年未満の端数が

あるときは、月割り計算により使用料を算出する。 

２ 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使

用期間が１月未満であるとき、又は使用期間に１月未満の端数が

あるときは、日割り計算により使用料を算出する。 

２ 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使

用期間が１月未満であるとき、又は使用期間に１月未満の端数が

あるときは、日割り計算により使用料を算出する。 

３ 使用料の額が日を単位として定められている場合において、使

用期間が１日未満であるとき、又は使用期間に１日未満の端数が

あるときは、当該使用期間又は当該端数を１日とみなして使用料

を算出する。 

３ 使用料の額が日を単位として定められている場合において、使

用期間が１日未満であるとき、又は使用期間に１日未満の端数が

あるときは、当該使用期間又は当該端数を１日とみなして使用料

を算出する。 

４ 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合に

おいて、使用面積が１平方メートル未満であるとき、又は使用面

積に１平方メートル未満の端数があるときは、当該使用面積又は

当該端数を１平方メートルとみなして使用料を算出する。使用料

の額がメートルを単位として定められている場合においても、同

様とする。 

４ 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合に

おいて、使用面積が１平方メートル未満であるとき、又は使用面

積に１平方メートル未満の端数があるときは、当該使用面積又は

当該端数を１平方メートルとみなして使用料を算出する。使用料

の額がメートルを単位として定められている場合においても、同

様とする。 

５ 次のいずれかの地区等に電柱、その支柱その他これらに類する

もの（周辺の景観と調和した彩色を施したものを除く。）又は電線

５ 次のいずれかの地区等に電柱、その支柱その他これらに類する

もの（周辺の景観と調和した彩色を施したものを除く。）又は電線
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改正前 改正後 

を設置して、公園を占用する場合の使用料は、この表に掲げる額

に２を乗じて得た額とする。 

を設置して、公園を占用する場合の使用料は、この表に掲げる額

に２を乗じて得た額とする。 

(１) 文化財保護法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区 (１) 文化財保護法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区 

(２) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第６条

第１項に規定する歴史的風土特別保存地区 

(２) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第６条

第１項に規定する歴史的風土特別保存地区 

(３) 都市計画法第８条第１項第７号に掲げる風致地区 (３) 都市計画法第８条第１項第７号に掲げる風致地区 

(４) 都市緑地法第12条第１項に規定する特別緑地保全地区 (４) 都市緑地法第12条第１項に規定する特別緑地保全地区 

(５) 景観法第61条第１項に規定する景観地区 (５) 景観法第61条第１項に規定する景観地区 

(６) 京都市眺望景観創生条例第15条第１項に規定する事前協議

区域（同条例第５条第１号に規定する視点場に限る。） 

(６) 京都市眺望景観創生条例第15条第１項に規定する事前協議

区域（同条例第５条第１号に規定する視点場に限る。） 

    ６ 興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

のために、５，０００平方メートルを超えて京都市梅小路公園（ス

テージを除く。）を使用する場合における５，０００平方メートル

を超える部分に係る１平方メートルにつき１日の使用料は、次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。 

    ⑴ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートルま

での部分 ８０円 

    ⑵ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

までの部分 ４８円 

    ⑶ ２０，０００平方メートルを超える部分 ３２円 
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京都市梅小路公園条例の一部を改正する条例 

京都市梅小路公園条例（平成７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

○京都市梅小路公園条例 ○京都市梅小路公園条例 

平成７年４月１日条例第５号 平成７年４月１日条例第５号

（設置） （設置） 

第１条 都市公園法（以下「法」という。）第２条第１項に規定する都市公

園を次のように設置する。 

第１条 都市公園法（以下「法」という。）第２条第１項に規定する都市公

園を次のように設置する。 

名称 京都市梅小路公園 名称 京都市梅小路公園 

位置 京都市下京区観喜寺町 位置 京都市下京区観喜寺町 

（公園施設の設置基準） （公園施設の設置基準） 

第１条の２ 法第４条第１項本文に規定する条例で定める割合は、100分の

７とする。 

第１条の２ 法第４条第１項本文に規定する条例で定める割合は、100分の

７とする。 

２ 法第４条第１項ただし書に規定する条例で定める範囲は、都市公園法

施行令第６条第２項から第５項までに定める範囲とする。 

２ 法第４条第１項ただし書に規定する条例で定める範囲は、都市公園法

施行令第６条第２項から第５項までに定める範囲とする。 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第２条 京都市梅小路公園（以下「公園」という。）の管理（公園のうち市

長が指定する区域の管理を除く。）は、地方自治法第244条の２第３項に

規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとす

る。 

第２条 京都市梅小路公園（以下「公園」という。）の管理（公園のうち市

長が指定する区域の管理を除く。）は、地方自治法第244条の２第３項に

規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとす

る。 

２ 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 ２ 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

(１) 公園の施設の供用に係る業務 (１) 公園の施設の供用に係る業務 

(２) 公園の維持管理に係る業務 (２) 公園の維持管理に係る業務 

 (３) 法第６条第１項又は第３項の規定による許可（法第７条第１項第

６号に掲げる仮設工作物に係るものに限る。以下同じ。）に関する業

務 

(３) その他市長が必要と認める業務 (４) その他市長が必要と認める業務 

 ３ 指定管理者が前項第３号に掲げる業務を行う場合における法第６条、

第７条１項、第８条、第１０条第２項、第２７条及び第２８条の規定の適

用については、指定管理者は、公園管理者とみなす。 

参考６
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改正前 改正後 

（行為の制限） （行為の制限） 

第３条 京都市都市公園条例（以下「都市公園条例」という。）第３条第１

項第１号に掲げる行為又はステージを利用して同項第２号若しくは第３

号に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなけれ

ばならない。 

第３条 京都市都市公園条例（以下「都市公園条例」という。）第３条第１

項各号に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けな

ければならない。 

２ 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為

を行う場所又は公園施設（法第２条第２項に規定する公園施設をいう。）、

行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出

しなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を

行う場所又は公園施設（法第２条第２項に規定する公園施設をいう。）、

行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出

しなければならない。 

３ 第１項の規定による許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更し

ようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提

出して、その許可を受けなければならない。 

３ 第１項の規定による許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更し

ようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提

出して、その許可を受けなければならない。 

４ 指定管理者は、第１項又は前項の許可の申請があった行為が公衆の公

園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第１項又は前項の許

可を与えることができる。 

４ 指定管理者は、第１項又は前項の許可の申請があった行為が公衆の公

園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第１項又は前項の許

可を与えることができる。 

５ 指定管理者は、第１項又は第３項の許可に公園の管理上必要な範囲内

で条件を付することができる。 

５ 指定管理者は、第１項又は第３項の許可に公園の管理上必要な範囲内

で条件を付することができる。 

６ 第１項又は第３項の許可を受けたものは、都市公園条例第３条第１項

又は第３項の規定による許可を受けたものとみなす。 

６ 第１項又は第３項の許可を受けたものは、都市公園条例第３条第１項

又は第３項の規定による許可を受けたものとみなす。 

（供用時間及び供用しない日） （供用時間及び供用しない日） 

第４条 公園の施設の供用時間及び当該施設を供用しない日は、別表第１

のとおりとする。 

第４条 公園の施設の供用時間及び当該施設を供用しない日は、別表第１

のとおりとする。 

２ 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、緑の

館、庭園及び遊戯用電車の供用時間並びにこれらの施設を供用しない日

を変更することができる。 

２ 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、緑の

館、庭園及び遊戯用電車の供用時間並びにこれらの施設を供用しない日

を変更することができる。 

（利用の許可） （利用の許可） 

第５条 緑の館の和室、茶室又はイベント室（以下「和室等」という。）を

利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。 

第５条 緑の館の和室、茶室又はイベント室（以下「和室等」という。）を

利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。 

（利用料金） （利用料金） 
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改正前 改正後 

第６条 公園を利用するもの（以下「利用者」という。）のうち、第３条第

１項又は第３項の規定による許可を受けたもの及び和室等、庭園又は遊

戯用電車を利用するものは、指定管理者に対し、その利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

第６条 公園を利用するもの（以下「利用者」という。）のうち、法第６条

第１項若しくは第３項の規定による許可又はこの条例第３条第１項若し

くは第３項の規定による許可を受けたもの及び和室等、庭園又は遊戯用

電車を利用するものは、指定管理者に対し、その利用に係る料金（以下

「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、別表第２に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市

長の承認を得て定めるものとする。 

２ 利用料金は、別表第２に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市

長の承認を得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学齢に達しない者については、庭園及び

遊戯用電車の利用料金を徴収しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学齢に達しない者については、庭園及び

遊戯用電車の利用料金を徴収しない。 

４ 利用者は、電気又はガスを特別に利用したときは、指定管理者に対し、

その実費を支払わなければならない。 

４ 利用者は、電気、ガス又は水道を特別に利用したときは、指定管理者に

対し、その実費を支払わなければならない。 

（利用料金等の還付） （利用料金の還付） 

第７条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の

理由があると認めるときは、この限りでない。 

第７条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。 

（利用料金等の減免） （利用料金の減免） 

第８条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料

金を減額し、又は免除することができる。 

第８条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料

金を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免

除することができる。 

 

（特別の設備） （特別の設備） 

第９条 利用者は、利用しようとする施設に特別の設備をしようとすると

きは、指定管理者の許可を受けなければならない。 

第９条 利用者は、利用しようとする施設に特別の設備をしようとすると

きは、指定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担にお

いて、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。 

２ 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担にお

いて、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。 

（都市公園条例の適用） （都市公園条例の適用） 

第10条 公園に対する都市公園条例の適用については、同条例第13条中「こ

の条例」とあるのは、「この条例及び京都市梅小路公園条例」とする。 

第10条 公園に対する都市公園条例の適用については、都市公園条例第４

条中「前条第１項」とあるのは「京都市梅小路公園条例第３条第１項」

と、都市公園条例第13条中 「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、

「この条例」とあるのは 「この条例及び京都市梅小路公園条例」とする。
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改正前 改正後 

（委任） （委任） 

第11条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例

の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

第11条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例

の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

    附 則（令和８年３月  日京都市条例第  号） 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第６条第４項、

第７条、第８条及び別表第１の改正規定並びに次項の規定は、公布の日

から施行する。 

 （準備行為） 

 ２ この条例による改正後の京都市梅小路公園条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定による京都市梅小路公園の利用に係る料金の承認の申

請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者に当該

料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前において

も行うことができる。 

 （適用区分） 

 ３ 改正後の条例別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る

料金については、なお従前の例による。 

 （経過措置） 

 ４ 施行日前に京都市梅小路公園に係る京都市都市公園条例第３条第１項

又は第３項の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の

施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、改正後の条例第

３条第１項又は第３項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。 

 ５ 施行日前に京都市梅小路公園に係る京都市都市公園条例第３条第１項

又は第３項の規定による許可を受けたものは、改正後の条例第３条第１

項又は第３項の規定による許可を受けたものとみなす。 

  

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 区分 供用時間 供用しない日   区分 供用時間 供用しない日  
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改正前 改正後 

 緑の館 和室及

び茶室 

午前９時か

ら午後９時

まで 

月曜日（月曜日が国民の祝日に関す

る法律に規定する休日（以下「休

日」という。）に当たるときは、そ

の日後最初に到来する休日でない

日）並びに１月１日から同月４日ま

で及び12月28日から同月31日まで 

  緑の館 和室及

び茶室 

午前９時から

午後９時まで 

月曜日（月曜日が国民の祝日に関す

る法律に規定する休日（以下「休

日」という。）に当たるときは、そ

の日後最初に到来する休日でない

日）並びに１月１日から同月４日ま

で及び12月28日から同月31日まで 

 

 イベン

ト室 

午前９時か

ら午後９時

まで 

  イベン

ト室 

午前９時から

午後９時まで 

 

 その他

の部分 

別に定める。１月１日から同月４日まで及び12月

28日から同月31日まで 

  その他

の部分

（店舗

を 除

く。） 

別に定める。 １月１日から同月４日まで及び12月

28日から同月31日まで 

 

 庭園 午前９時か

ら午後５時

まで 

月曜日（月曜日が休日に当たるとき

は、その日後最初に到来する休日で

ない日）並びに１月１日から同月４

日まで及び12月28日から同月31日ま

で 

  庭園 午前９時から

午後５時まで 

月曜日（月曜日が休日に当たるとき

は、その日後最初に到来する休日で

ない日）並びに１月１日から同月４

日まで及び12月28日から同月31日ま

で 

 

 遊戯用電車、市

電展示室及び

店舗 （緑の館内

に存するもの

を除く。） 

別に定める。別に定める。   遊戯用電車、

市電展示室及

び店舗 

別に定める。 別に定める。  

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

 区分 単位 利用料金   区分 単位 利用料金  

 

 

   

  

興行、競技会、集

会、展示会、博覧

会その他これらに

類する催し 

ステージ 
１面につ

き１時間 

円

2,200 

 

    

   その他の場所 

１平方メ

ートルに

つき１日 

160 
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改正前 改正後 

 
業として行う写真撮影 １回につ

き１時間 

円

4,600 

  
業として行う写真撮影 １回につ

き１時間 

4,600 
 

 業として行う映画撮影 9,400   業として行う映画撮影 9,400  

 ステージを利用した興行、競技

会、集会、展示会、博覧会その他

これらに類する催し 

１面につ

き１時間 
2,000 

  

   

 

    

 

緑の館 

和室 

１室につ

き１時間 

2,700   

緑の館 

和室 

１室につ

き１時間 

3,100  

 茶室１ 900   茶室１ 1,100  

 茶室２ 1,200   茶室２ 1,400  

 イベント室 3,300   イベント室 3,800  

 
庭園 

１人につ

き１回 
200 

  
庭園 

１人につ

き１回 
230 

 

 

遊戯用電車 

１人につ

き１日 
310 

  

遊戯用電車 

１人につ

き１日 
360 

 

 １人につ

き１回 
150 

  １人につ

き１往復 
180 

 

 備考１ 利用料金の額が平方メートルを単位として定められている場合に

おいて、利用面積が１平方メートル未満であるとき、又は利用面積

に１平方メートル未満の端数があるときは、当該利用面積又は当該

端数を１平方メートルとみなして利用料金を算出する。 

  ２ 利用料金の額が日を単位として定められている場合において、利

用期間が１日未満であるとき、又は利用期間に１日未満の端数があ

るときは、当該利用期間又は当該端数を１日とみなして利用料金を

算出する。 

  ３ 興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

のために、別に定める面積を超えて公園（ステージを除く。）を利

用する場合における当該別に定める面積を超える部分に係る１平方

メートルにつき１日の利用料金の上限額は、興行、競技会、集会、

展示会、博覧会その他これらに類する催しの項のうち１平方メート

ルにつき１日を単位として規定する額の範囲内において、別に定め

る区分に応じ、別に定める額とする。 
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京都市梅小路公園条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市梅小路公園条例施行規則（平成７年規則第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

○京都市梅小路公園条例施行規則 ○京都市梅小路公園条例施行規則 

平成７年４月27日規則第５号 平成７年４月27日規則第５号

（行為許可等の申請） （行為の許可の申請書の記載事項） 

第１条 京都市梅小路公園条例（以下「条例」という。）第３条第１項の規

定による行為の許可又は同条第３項の規定による変更の許可を受けよう

とするものは、それぞれ京都市梅小路公園内行為許可申請書（第１号様

式）又は変更許可申請書（第２号様式）を条例第２条第１項に規定する指

定管理者（以下「指定管理者」という。）に提出しなければならない。 

第１条 京都市梅小路公園条例（以下「条例」という。）第３条第２項に規

定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。 

⑴ 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称及び代

表者名並びに主たる事務所の所在地） 

⑵ 京都市梅小路公園の復旧方法 

⑶ その他指定管理者（条例第２条第１項に規定する指定管理者をいう。

以下同じ。）が行為の許可に関し必要と認める事項 

（緑の館の和室等以外の部分の供用時間） （緑の館の和室等以外の部分の供用時間） 

第２条 京都市梅小路公園の緑の館のうち和室、茶室及びイベント室以外

の部分の供用時間は、午前９時から午後10時までとする。 

第２条 京都市梅小路公園の緑の館のうち和室、茶室、イベント室及び店

舗以外の部分の供用時間は、午前９時から午後10時までとする。 

（遊戯用電車等の供用時間及び供用しない日） （遊戯用電車等の供用時間及び供用しない日） 

第３条 京都市梅小路公園のうち遊戯用電車、市電展示室及び店舗（緑の

館内に存するものを除く。以下この条において同じ。）の供用時間並びに

これらの施設を供用しない日は、別表のとおりとする。ただし、市長は、

必要があると認めるときは、市電展示室及び店舗の供用時間並びにこれ

らの施設を供用しない日を変更することがある。 

第３条 京都市梅小路公園のうち遊戯用電車、市電展示室及び店舗の供用

時間並びにこれらの施設を供用しない日は、別表のとおりとする。ただ

し、市長は、必要があると認めるときは、市電展示室及び店舗の供用時間

並びにこれらの施設を供用しない日を変更することがある。 

（利用許可の申請） （利用許可の申請） 

第４条 条例第５条の規定により利用の許可を受けようとするものは、指

定管理者が市長の承認を得て定める申請書に指定管理者が必要と認める

書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。 

第４条 条例第５条の規定により利用の許可を受けようとするものは、指

定管理者が市長の承認を得て定める申請書に指定管理者が必要と認める

書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。 

（受付期間） （受付期間） 

第５条 前条の規定による申請は、利用しようとする日（その日が２日以

上にわたるときは、その初日）の属する月の６箇月前の月の初日から受

け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

第５条 条例第５条の規定による許可の申請は、利用しようとする日（そ

の日が２日以上にわたるときは、その初日）の属する月の６箇月前の月

の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると

参考７



2 

改正前 改正後 

この限りでない。 認めるときは、この限りでない。 

（許可等の通知） （許可等の通知） 

第６条 指定管理者は、第１条又は第４条の規定による申請があったとき

は、許可又は不許可を決定し、文書によりその旨を申請者に通知する。 

第６条 指定管理者は、条例第３条第１項若しくは第３項又は第５条の規

定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、文書に

よりその旨を申請者に通知する。 

 （一定の面積を超えて公園を利用する場合における利用料金の上限額） 

 第７条 条例別表第２備考３に規定する別に定める面積は、５，０００平

方メートルとする。 

２ 条例別表第２備考３に規定する別に定める区分に応じ、別に定める額

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

⑴ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートルまでの部

分 ８０円 

⑵ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートルまでの

部分 ４８円 

⑶ ２０，０００平方メートルを超える部分 ３２円 

（利用料金等の還付） （利用料金の還付） 

第７条 条例第７条ただし書の規定により京都市梅小路公園の利用に係る

料金（以下「利用料金」という。）を還付する場合及びその金額は、次に

掲げるとおりとする。 

第８条 条例第７条ただし書の規定により京都市梅小路公園の利用に係る

料金（以下「利用料金」という。）を還付する場合は、次に掲げるとおり

とする。 

(１) 管理上の都合により条例第３条第１項若しくは第３項又は第５条

の規定による許可を取り消した場合 全額 

(１) 管理上の都合により条例第３条第１項若しくは第３項又は第５条

の規定による許可を取り消した場合 

(２) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合

全額 

(２) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 

(３) 利用しようとする日（その日が２日以上にわたるときは、その初

日）の７日前までに利用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の

理由があると認める場合 ２分の１に相当する額 

(３) 利用しようとする日（その日が２日以上にわたるときは、その初

日）の７日前までに利用の取消しを申し出た場合 

（利用料金等の減免） （利用料金の減免） 

第８条 条例第８条第１項の規定により利用料金の減額又は免除を受けよ

うとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書

第９条 条例第８条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとす

るものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該
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に当該理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならな

い。 

理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。 

２ 条例第８条第２項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとす

るものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該

理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（削除） 

（特別の設備） （特別の設備） 

第９条 条例第９条第１項の規定により特別の設備の設置の許可を受けよ

うとするものは、当該設備に係る設計書、仕様書その他指定管理者が必

要と認める書類を指定管理者に提出しなければならない。 

第10条 条例第９条第１項の規定により特別の設備の設置の許可を受けよ

うとするものは、当該設備に係る設計書、仕様書その他指定管理者が必

要と認める書類を指定管理者に提出しなければならない。 

  

附 則 附 則 

この規則は、平成７年４月29日から施行する。 この規則は、平成７年４月29日から施行する。 

附 則（平成７年７月10日規則第33号） 附 則（平成７年７月10日規則第33号） 

この規則は、平成７年７月11日から施行する。 この規則は、平成７年７月11日から施行する。 

附 則（平成13年３月30日規則第178号） 附 則（平成13年３月30日規則第178号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年６月30日規則第33号） 附 則（平成17年６月30日規則第33号） 

この規則は、平成17年７月１日から施行する。 この規則は、平成17年７月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第248号） 附 則（平成18年３月31日規則第248号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月29日規則第85号） 附 則（平成23年３月29日規則第85号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月７日規則第154号） 附 則（平成26年３月７日規則第154号） 

この規則は、平成26年３月８日から施行する。 この規則は、平成26年３月８日から施行する。 

附 則（令和４年３月30日規則第90号） 附 則（令和４年３月30日規則第90号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日規則第93号） 附 則（令和６年３月29日規則第93号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

    附 則（令和８年  月  日規則第  号） 
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 （施行期日） 

１ この規則は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第１条、第２

条、第３条、第５条、第６条、第７条の見出し、第８条及び別表の改正規

定並びに第１号様式及び第２号様式を削る改正規定は、公布の日から施

行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市梅小路公園条例施行規則第８条の規定

は、この規則の施行の日以後の申請に係る京都市梅小路公園の利用に係

る料金の還付について適用し、同日前の申請に係る京都市梅小路公園の

利用に係る料金の還付については、なお従前の例による。 

  

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 区分 供用時間 供用しない日   区分 供用時間 供用しない日  

 遊戯用電車及び市電

展示室 

午前10時から午後４

時（７月及び８月に

あっては、午後５

時）まで 

月曜日から金曜日まで

（国民の祝日に関する

法律に規定する休日に

当たる日並びに７月及

び８月の火曜日から金

曜日までを除く。）並

びに１月１日から同月

４日まで及び12月28日

から同月31日まで 

  遊戯用電車及び市電

展示室 

午前10時から午後４

時まで 

月曜日から金曜日まで

（国民の祝日に関する

法律に規定する休日

（以下「休日」とい

う。）に当たる日を除

く。）並びに１月１日

から同月４日まで及び

12月28日から同月31日

まで 

 

 店舗（緑

の館内に

存するも

のを除

く。） 

市電ひろ

ば内に存

するもの 

午前10時から午後６

時まで 

１月１日から同月４日

まで及び12月28日から

同月31日まで 

  店舗 市電ひろ

ば内に存

するもの 

午前10時から午後６

時まで 

１月１日から同月４日

まで及び12月28日から

同月31日まで 

 

緑の館内

に存する

もの 

日曜日、

土曜日及

び休日 

午前８時

から午後

10時まで 

 その他の 午前11時から午後５   
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もの 時まで その他の

日 

午前９時

から午後

10時まで 

その他の

もの 

午前11時から午後５

時まで 

第１号様式（第１条関係）  

  

第２号様式（第１条関係）  

  

 



 

   京都市建設局所管の都市公園における指定管理者が

行う占用許可及び行為許可の基準 
 

 京都市大宮交通公園条例、京都市梅小路公園条例、京都市宝が池公園子どもの

楽園条例及び京都市円山公園条例（以下これらを総称して「指定管理公園条例」

という。）の規定に基づく行為の許可に係る基準は、下記のとおりである。 
なお、この基準は、指定管理者が都市公園法（以下「法」という。）第７条第

１項第６号に掲げる催しのための仮設工作物の設置に係る占用の許可を行う場

合についても適用する。 
記 

 
１ 審査基準 
（１）共通基準 
 ア 法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則、京都市都市公園条例及び同

条例施行規則、指定管理公園条例及び各条例施行規則、本市の都市公園に関

する要綱その他関連法令並びに本市が定める都市公園に関する手引その他

本市の取扱いに合致するものであること。 
イ 他の利用者の通常の利用に迷惑や支障を及ぼすおそれがないこと。 

 ウ 公園施設を破損し、又は汚損するおそれがないこと。 
 エ 騒音等により公園の静けさを損なわないこと。 
 オ 事故が発生するおそれがないこと。 
 カ 公園に隣接して居住する者に迷惑を掛けるおそれがないこと。 
 キ 都市公園の種類、規模、設置目的、利用の実態等に適合するものであるこ

と。 
 ク 公園利用者、地域住民等の理解が得られるものであること。 
 ケ 公共の福祉、公序良俗等に反するものでないこと。 
 コ 専ら私的な利益を目的としていないこと。 
（２）個別基準 
 ア 業として写真又は映画を撮影する場合 
 （ア）他の利用者の公園利用に、支障をきたさない箇所及び方法で行われる

ものであること。 
 （イ）都市公園で行われる写真又は映画の撮影として不適当な内容でないこ

参考８



と。 
 イ 興行を行う場合 
 （ア）専ら営利を目的とした興行でなく、都市公園で行われる行為として不

適当な内容でないこと。 
 ウ 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の

全部又は一部を独占して利用する場合 
（ア）公共性又は公益性に欠け、参加者等を不当に制限する催し物でないこ

と。 
 （イ）専ら営利を目的とした催しでないこと。 
 
２ 許可に関する条件 
  前項の基準に基づき行為の許可又は占用の許可を受けた者が、次の各号に

掲げる行為を行う場合の条件は、次のとおりである。 
（１）物品の販売又は頒布 
ア 物品の販売又は頒布を行わないこと。ただし、次の（ア）から（キ）まで

の団体が実施する地域の公益を目的とすることが明らかである興行又は催

しに付随するものその他市長が特別に認めるものについては、この限りでな

い。 

（ア）本市又は本市行政機関 

（イ）国又は他の地方公共団体その他公共団体（健康保険組合、住宅供給公

社、独立行政法人等をいう。） 

（ウ）公共的団体（社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人、特定非営

利活動法人、農業協同組合、森林組合、産業経済団体、厚生社会事業団

体等をいう。） 

（エ）地元団体（町内会、子供会その他地縁による団体及び本市が認定した

公園愛護協力会（行為を行う公園を対象として結成されたものに限る。）

をいう。） 

（オ）学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校、大学、高等専門学校等をいう。）、保育所等 

（カ）当該催しが実施される公園の指定管理者（地方自治法第２４４条の２

第３項に規定する指定管理者をいう。） 

（キ）国又は地方公共団体の後援名義等を取得して興行又は催しを実施する

団体 

イ 物品の内容、種類及び価格が都市公園内での販売として不適当な内容でな

いこと。 



（２）募金、署名等  
ア 他の利用者の公園利用に、支障をきたさない箇所及び方法で行われるもの

であること。 
イ 公共の福祉に反しないものであり、公園でこれらの行為が行われる十分な

必要性があること。 
（３）はり紙、はり札その他の広告物 
ア 公園又は公園施設の管理上支障を及ぼすおそれがないもの。 
イ 公序良俗に反しないもの。 
ウ 法令（条例を含む。）の規定に違反しないもの。 
エ その他公園の設置目的に照らして適当と認められるもの。 

 
３ 受付期間 

別に定める公園を除き、随時、申請を受け付け、利用日時が重なる申請があ

った場合は、受付順位により決定するものとする。 
 

４ 標準処理期間 
申請があった日の翌営業日から起算して１４日とする。ただし、当該申請の

補正を求めた場合において、当該補正をするために要する期間は、含まない。 
 
５ その他 

この基準において別に定めることとされている事項及びこの基準の施行に

関し必要な事項は、みどり政策推進室長が定める。 
 

   附 則 
この基準は、令和９年４月１日から施行する。 
 

 



京都市建設局所管の都市公園における利用料金減免基準 

 

 指定管理者が行う占用許可及び行為許可に係る利用料金の減免の基準につい

ては、下記のとおりとする。 
記 

 

１ 指定管理者は、都市公園法（以下「法」という。）第７条第１項第６号に該

当するものに係る法第６条第１項又は第３項の許可又は京都市大宮交通公園

条例第４条第１項若しくは第３項、京都市梅小路公園条例第３条第１項若し

くは第３項、京都市宝が池公園子どもの楽園条例第４条第１項若しくは第３

項若しくは京都市円山公園条例第６条第１項若しくは第３項の許可に当たり、

次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 

（１）本市又は本市行政機関が利用するとき。 

（２）国又は他の地方公共団体その他公共団体（健康保険組合、住宅供給公 

社、独立行政法人等をいう。）が公用又は公共用のために利用するとき。 

（３）公共的団体（社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人、特定非営

利活動法人、農業協同組合、森林組合、産業経済団体、厚生社会事業団

体等をいう。）又は「京都市建設局所管の都市公園における指定管理者が

行う占用許可及び行為許可の基準」（以下「指定管理者許可基準」とい

う。）第２項第１号アの（キ）の団体（以下「公共的団体等」という。）

が緑化の推進及び普及並びに地域活動のために利用するとき。 

（４）公共的団体等が公益に資する行事をするために利用するとき。 

（５）地元団体が地元の公園で行事をするために利用するとき。 

（６）学校、保育所等が授業、事業等を行うために利用するとき。 

（７）各種団体、学生等が主として児童を対象とした行事をするとき。 

（８）寄付又は無償貸与に係る土地について、当該寄付者又は無償貸与者が

利用するとき。 

（９）当該公園の指定管理者（地方自治法第２４４条の２第３項に規定する

指定管理者をいう。）が自主事業を行うために利用するとき。 

（10）その他市長が公益上特別の事由があると認めるとき。 

 

２（１）前項の規定にかかわらず、営利を目的として、興行若しくは競技会、集

会、展示会、博覧会その他これらに類する催しに参加する公園利用者から

参加料その他これらに類する費用（以下「参加料等」という。）を徴収す

る場合又は物品の販売若しくは頒布（以下「物品販売等」という。）をす

る場合における利用範囲については、利用料金を徴収する。 

（２）（１）の場合において、営利を目的とした参加料等の徴収又は物品販売

等とは、指定管理者許可基準第２項第１号アの（ア）から（オ）までの団

体以外の団体が収益（利益等の源泉たる売上高をいう。）を収入する場合

又は（ア）から（オ）までの団体が指定管理者の自主事業による収益とし

て収入する場合をいう。ただし、その他市長が特別に認める場合はこの限

参考９



りではない。 

 

３ 標準処理期間 

申請があった日の翌開庁日から起算して１４日とする。ただし、当該申請

の補正を求めた場合において、当該補正をするために要する期間は、含まな

い。 

 

４ 委任 

  この基準の施行に関し必要な事項は、みどり政策推進室長が定める。 

 

  附 則 

この基準は、令和９年４月１日から施行する。 

 

 



 

京都市梅小路公園指定候補者審査基準 
 

１ 審査基準の位置付け 

京都市梅小路公園（以下「施設」という。）の指定候補者を決定するに当たって、施設を 
管理・運営する最適な団体を決定するための基準及び方法等を示したものです。 
 
２ 審査の視点 

審査については、公平かつ客観的に評価するため、「応募者の現状」、「事業運営計画」、「経 

営計画」の３項目からなる書類審査及びプレゼンテーション審査により評価します。 

審査合計得点について、満点は１００点とし、各委員が書類審査及びプレゼンテーショ

ン審査を踏まえ、採点した評価点の平均値とします。 

評価は、項目ごとに０点から最大３０点で、各項目の重要度に応じ、０点を含む３段階

から最大６段階で評価しますが、項目のうち、利用料金還元金（イベント利用によるもの

に限る）、自主事業還元金（自動販売機）及び指定管理料については、他の応募者との比較

により得点を算出します。 

 

３ 決定方法 

（１）最も高い合計点を獲得した応募者を指定候補者に決定します。 

なお、合計点は、審査合計得点に減点項目及び加点項目からなる評価点を加味して、

小数点第１位を四捨五入した値とします。 

また、最低制限基準点は６０点とし、応募者が１団体しかない場合でも、合計点が最

低制限基準点に満たない場合は、指定候補者として選定せず、再公募等を行うことと

します。 

（２）合計点の最も高い応募者が２団体以上ある場合（同点の場合）、以下の順により得点

が高い応募者を指定候補者に決定します。ただし、全て同じの場合は、選定委員によ

る協議で決定します。 

   ① 事業運営計画 

② 経営計画 

③ 応募者の現状 

 

４ その他 

 （１）現在の指定管理者及びその他事業者が応募した場合の取扱い 

① 現在、施設の指定管理者となっている者が応募した場合 

ⅰ 現に指定管理を行っている施設の管理運営状況により、減点を行う場合があり

ます。 

ⅱ 令和５年４月以降に、「重大な事故」又は「不祥事」があったときには、減点 

する場合があります。「重大な事故」又は「不祥事」とは、次のものをいいます。 

・ 当該団体に生じた事案で、京都市競争入札参加停止取扱要綱第３条の規定に

基づく参加停止を行う要件に該当するもの又はこれに準ずるもの 

・ 当該団体の職員のうち、公の施設の指定管理業務に従事する者の行為で、地

方公務員法第３３条に規定する信用失墜行為に相当すると認められるもの 

  ② 現在、施設の指定管理者となっている者以外が応募した場合 



 

令和５年４月以降に、「重大な事故」又は「不祥事」があったときには、減点 

する場合があります。「重大な事故」又は「不祥事」とは、次のものをいいます。 

・ 当該団体に生じた事案で、京都市競争入札参加停止取扱要綱第３条の規定に基

づく参加停止を行う要件に該当するもの又はこれに準ずるもの 

・ 当該団体の職員のうち、公の施設の指定管理業務に従事する者の行為で、地方

公務員法第３３条に規定する信用失墜行為に相当すると認められるもの 

 （２）イコール・フッティングの確保 

    本市からの職員派遣による人的支援又は運営補助金の交付による財政支援を受け

ている外郭団体については、その他の団体とのイコール・フッティングを確保する

ため、書類審査及びプレゼンテーションの得点から減点する場合があります。 

（３）市内中小企業及び市内に本拠を置く団体への加点 

 指定管理者の審査基準について、市内中小企業の受注等の機会の増大の観点から、

申請者が市内中小企業等である場合には評価点に加算を行います。 



様式

組織の安定性 ― 5

様式１ 5

様式２－１
～２－３

3

様式３ 15

様式４ 7.5

様式５ 15

2

2

様式７ 7.5

様式８ 3

2

3

100 100

合計点

京都市からの人的支援、財政支援を受けているか 審査合計得点の-2%

市内中小企業等（応募団体） 市内中小企業及び市内に本拠を置く団体 審査合計得点の2%

イコール・フッティング

減点項目

加点項目

管理運営状況の評価及び重大な事故、不祥事
※　現在、京都市梅小路公園の指定管理者となっている者が
応募した場合

令和５年４月以降で適正な管理運営が行われていなかったこと又は、重大な事故又
は不祥事があったか

審査合計得点の-2%

重大な事故、不祥事
※　現在、京都市梅小路公園の指定管理者となっている者
　以外が応募した場合

令和５年４月以降で重大な事故又は不祥事があったか 審査合計得点の-2%

審　　査　　合　　計　　得　　点

内容 摘要 評価点 得点種別

事業運営計画
（内容面）

管理運営の基本方針

5
収入増加に係る取組、経費削減に係る取組

収入増加に係る取組について、具体的かつ実現可能な内容となっているか、経費削減に係る取組に
ついて、具体的かつ実現可能な内容となっているか

経営計画（財政面） 費用対効果の向上 様式９－１

指定管理料 指定管理料はいくらか

危機管理 事故防止及び緊急対応、災害対応
事故防止及び緊急対応について、適切な内容となっているか
災害時の対応について、適切な内容となっているか

社会的責任
環境、景観、SDGs、社会的弱者への配慮、障害者の雇用、
男女共同参画、子育て支援

環境、景観、SDGs、社会的弱者への配慮、障害者の雇用、男女共同参画、子育て支援に関する具体
的な取り組み

運営企画、
サービスの向上

様式６

サービスの向上
利用促進事業・自主事業に関する運営企画
地域交流及び地域貢献

サービス向上の具体的な取組
利用促進事業・自主事業について、具体的かつ実現可能な内容となっているか
地域住民及び地域関係機関等との交流や地域への貢献に向けた具体的な考え方

30

自主事業還元金（自動販売機） 自主事業還元金の還元率

利用料金還元金（イベント利用によるものに限る） 利用料金還元金の還元率

人材確保・研修及び職員体制、市内中小企業の活用
人材育成の考え方、職員体制が適切か
市内中小企業及び市内に本拠を置く団体への再委託についての考え方

維持管理 日常の維持管理計画（長寿命化計画含む）
効果的・効率的な内容となっているか
樹木・植物の長寿命化計画が示されているか

京都市梅小路公園に係る指定管理者選定における審査項目及び審査基準

審査項目 得点 審査項目
合計基　準　名 　項　目 評　価　基　準

応募者の現状

財務状況 応募者の財務状況が安定しているか

13
管理運営適性

類似施設等の管理・運営実績 類似施設等における管理・運営状況

コンプライアンス及び
個人情報保護

コンプライアンスが確保されているか
個人情報保護に関する措置が適切か

審　　　　　査　　　　　基　　　　　準

管理運営の基本方針

５年間の指定期間における明確なビジョン
施設の特徴を活かした管理運営方針となっているか
公共性の確保
京都駅西部エリアとの連携及びエリア活性化の具体的な考え方

82

管理運営体制


